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１．日    時 平成２５年３月１５日（金）      午前１０時００分開会 

                    午後 ４時３４分散会 

 

２．場    所 議場 

 

３．出 席 委 員 牟田学委員長、仮屋園一徳副委員長、出口徹裕委員、 

 竹原恵美委員、石澤正彰委員、松元薫久委員、牛之濱由美委員、 

 中面幸人委員、濵﨑國治委員、野畑直委員、大田重男委員、 

 岩﨑健二委員、鳥飼光明委員、山田勝委員、木下孝行委員 

 （濵之上大成議長） 

 

４．事務局職員 議事係長 牟田 昇、議 事 係 寺地 英兼 

 

５．説 明 員 ・健康増進課      ・生きがい対策課 

  佐潟  進 課 長   堂之下浩子 課 長 

  内園久仁代 課長補佐 

  中野 貴文 主 幹  ・市民環境課 

  竹原美佐子 主 幹   松永 正美 課 長 

  牛濵 睦郎 係 長   大田  泉 課長補佐 

  池田 英人 係 長   堂之下 力 所長補佐 

              中野 貴文 主 幹 

 ・農政課         平田寿美子 係 長 

  内園 由幸 課 長   中園  修 係 長 

  山平 俊治 課長補佐 

  西園 善信 課長補佐  ・農業委員会事務局 

  辻   誠 主 幹   内園 由幸 局長(兼) 

  平田 一美 主 幹   柳原 一夫 次 長 

 

 ・水産林務課 

  早瀬 則浩 課 長 

  馬見塚徹雄 課長補佐 

  大石 直樹 係 長 

 

６．会議に付した事件 

・議案第３０号 平成２５年度阿久根市一般会計予算 

・議案第３１号 平成２５年度阿久根市国民健康保険特別会計予算 

・議案第３４号 平成２５年度阿久根市介護保険特別会計予算 

・議案第３５号 平成２５年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算 

 

７．議事の経過概要 

  別紙のとおり 



- 61 - 

予算特別委員会 ３月１５日（金）              開会 １０時００分 

 

審査の経過概要 

 

（健康増進課入室） 

予算特別委員長（牟田学委員） 

昨日に引き続き予算特別委員会を開会いたします。  

 

○［議案第３０号 平成２５年度阿久根市一般会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

それでは日程表にしたがい、議案第３０号を議題とし、健康増進課所管の事項か

ら審査に入ります。 

課長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明

瞭にお願いします。 

佐潟健康増進課長 

議案第３０号平成２５年度阿久根市一般会計予算のうち、健康増進課所管の主な

ものについて御説明いたします。歳出から申し上げます。一般会計予算書の５１ペ

ージをお開きください。第３款民生費１項１目社会福祉総務費２８節繰出金３億４，

１９５万１千円は国民健康保険特別会計への繰出金で、保険基盤安定分８，９６５

万１千円、職員給与費等分６，３４３万８千円、出産育児一時金分８４０万円、財

政安定化支援事業分１億８，０４６万２千円であり、法定外分は１億２，９４８万

３千円であり、対前年度３，１９７万２千円の増額になります。次は５５ページで

す。３目老人福祉費１９節負担金補助及び交付金の低所得者利用者負担対策事業３

万７千円は、社会福祉法人による利用者負担軽減分です。２０節扶助費の低所得者

負担対策事業１万円は、障害者ホームヘルプサービス費用額の減免分であります。

３目老人福祉費２８節繰出金４億６４４万５千円は、介護保険特別会計への繰出金

で対前年度２，２８８万２千円の増額であり、その増額理由としましては介護給付

費の増に伴う介護給付費繰出金分が１，９２５万円増額したためであります。次は

５６ページです。７目介護保険対策費２９０万円は、緊急雇用対策事業としまして、

第６期の高齢者保健福祉計画における高齢者の実態調査兼日常生活圏域ニーズ調査

などを行うにあたり、新たに臨時職員を雇用するもので、その賃金、共済費や調査

に係る事務費等を計上したものであり、１００％補助であります。８目後期高齢者

医療費５億４，５７０万円は、１９節負担金補助及び交付金の４億１，７６２万円

のうち、広域連合の組織運営に要する共通経費分が一般会計分で１７２万２千円、

人件費などを含めた保険給付に要する共通経費分が特別会計分で１，０９６万４千

円であります。また、その他負担金として後期高齢者広域連合療養給付費４億６９

０万８千円は、阿久根市の後期高齢者医療被保険者に係る療養給付費に要する経費

の市の負担分として、１２分の１分を見込み計上したものであります。２８節繰出

金１億２，８０８万円は後期高齢者医療特別会計へ繰り出す分であり、低所得者の

保険料軽減分を保険基盤安定分として、県負担分４分の３、市負担分４分の１分の

見込み合計額１億２，７２２万４千円と、後期高齢者医療特別会計事務費分の見込

額８５万６千円を計上したものです。次は６２ページからの第４款衛生費でありま

すが、２５年度に新たに計上したものについて先に御説明申し上げます。６３ペー

ジの２０節扶助費８２５万円、養育医療費であります。これは母子保健法の改正に

伴い、平成２５年度から鹿児島県から権限移譲されることとなりました未熟児養育
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医療事業に係る経費であり、出生時体重が２千グラム以下の新生児で生活力が特に

薄弱なため医療を必要とする未熟児に対し、養育に必要な医療の給付を行うもので

あります。その見込みとしましては、保険が適用される分として９名をそれぞれ２

５万円の２２５万円、生活保護者等の無保険者分として１名分の６００万円の合計

額を計上したものであります。 

次に、この事業の歳入のほうを御説明いたします。１８ページをお開きください。

第１１款分担金及び負担金２項４目衛生費負担金１節保健衛生費負担金２７万９千

円は、その保護者負担金３万１千円の９名分であります。２１ページをお開きくだ

さい。第１３款国庫支出金１項３目衛生費国庫負担金１節保健衛生費負担金３９８

万５千円は国の負担分であり、総養育医療費から保護者負担金を控除した額の２分

の１の額であります。２３ページをお開きください。第１４款１項３目衛生費県負

担金１節保健衛生費負担金１９９万２千円は、県負担分であり国庫分の算定と同様

に４分の１の額であります。それでは改めて６２ページにお戻りください。第４款

衛生費１項１目保健衛生総務費１億３，９９５万９千円は、健康増進課の職員１３

人分の人件費と母子保健事業に係る経費が主なもので、８節報償費は１歳６カ月児

ほか、説明欄にあるとおりの健診時等の医師や看護師等の謝金であります。１３節

委託料は説明欄にあるそれぞれの業務に係る委託料であります。６３ページです。

１９節負担金補助及び交付金１，４１７万３千円のうち、夜間一次救急診療所運営

費負担金５４８万４千円は、出水総合医療センター野田診療所内に開設された同診

療所の運営費に対する負担金であり、利用実績分として必要額１，９７２万６千円

に実績割２７．８％を計上したものであります。また、病院群輪番制病院事業６９

１万８千円は、休日・夜間における入院、手術を要する重症救急患者のための救急

医療施設運営費の補助金であり、基準額２，６８１万４千円に人口割２５．８％分

を乗じた額を計上したものであります。次に、２目健康増進費４，６９５万３千円

は、訪問指導嘱託員１名と長期臨時職員１名の人件費や、次のページの１３節委託

料の各種がん検診業務などの委託料が主なものであります。６４ページです。３目

予防費４，７７８万２千円のうち１１節需用費は、予防接種に係るワクチン代が主

なものであります。１３節委託料は、インフルエンザ、麻しん・風しん、日本脳炎、

ＢＣＧ、ポリオ、子宮頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌等の個別予防接種の委託料が

主なものであります。次は６５ページです。６目保健センター管理費４６４万５千

円は、保健センターに係る光熱水費や浄化槽清掃業務等の委託料などが主なもので

あります。 

次に歳入について御説明いたします。１８ページをお開きください。第１２款使

用料及び手数料２項３目衛生手数料１節保健衛生手数料９６万円は、狂犬病予防接

種の手数料であります。犬の登録手数料１頭当たり３千円で１００頭、注射済票交

付手数料が１頭当たり５５０円で１，２００頭分を見込んでおります。次は２１ペ

ージです。第１３款国庫支出金１項２目民生費国庫負担金５節国民健康保険医療助

成費負担金１，１００万円は、低所得者を多く抱える保険者を支援するため、平均

保険税に保険税軽減被保険者数を乗じた額の２分の１の範囲内の額が保険者支援分

として国から交付されるものを見込み計上したものです。２項３目衛生費国庫補助

金１節保健衛生費補助金のうち、疾病予防対策事業費３２２万８千円は、がん検診

推進事業に係る補助金であります。次は２２ページです。第１４款県支出金１項２

目民生費県負担金１節社会福祉費負担金のうち保険基盤安定拠出金の９，５４１万

７千円は、後期高齢者保険料に対する低所得者への軽減分として県の負担分４分の

３の額を見込み計上したものです。後期高齢者医療広域連合に対して、市負担分４
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分の１と合算して繰り出すものであります。次のページです。５節国民健康保険医

療助成費負担金６，７２３万８千円は国保被保険者に対する低所得者への軽減分と

して県の負担分４分の３の額を見込み計上したものであります。２４ページをお開

きください。２項３目衛生費県補助金１節保健衛生費補助金のうち健康増進支援事

業費１２７万９千円は、健康診査事業、健康教育事業などの事業経費に係る３分の

２の額であります。次は２５ページです。第１４款県支出金３項２目民生費委託金

１節社会福祉費委託金のうち市町村権限移譲交付金１６万８千円は、医師法関係免

許申請と２５年度から権限移譲になる栄養士免許交付に係るものです。次は２９ペ

ージです。第１９款諸収入４項３目衛生費受託事業収入１節後期高齢者医療広域連

合受託事業収入３４万９千円は、高齢者訪問指導事業に係る経費であり、５項雑入

４目２節団体支出金の後期高齢者健診業務広域連合補助金１４９万３千円は、阿久

根市の後期高齢者に係る長寿健診費用の広域連合からの補助金で、集団健診５５０

人分であります。３０ページです。２０節雑入中、がん検診費用徴収金４２５万７

千円は、子宮がんや乳がん検診、腹部超音波検診などの本人負担分であり、肝炎ウ

イルス検診等費用徴収金１８万５千円も同じく本人負担分であります。次は３１ペ

ージです。２０款市債１項３目衛生債１節保健衛生債のうち夜間一次救急診療所運

営事業債３８０万円は、夜間一次救急診療所運営費負担金の７割を過疎債として計

上したものであります。以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

中面幸人委員 

ちょっとお聞きしますが、水俣病の特別なんかちゅうのが入ってきますよね。あ

れはどこ辺にあるんですか。 

佐潟健康増進課長 

水俣病にかかる歳入分ですか。国保特会のほうになりますが。一般会計ではございま

せん。 

［中面幸人委員「了解しました。」と呼ぶ］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

山田勝委員 

水俣病の被害者手帳を持っている人というのは阿久根市に何人いるか、まだ把握

しておりませんか。 

佐潟健康増進課長 

水俣病の被害者手帳、これにつきましては先般の委員会でも御説明したとおり、

手帳保持者という方では４名、あとこれまでの救済措置ということで２４年７月末

までありましたけれども、救済措置ということで申請があった部分についての件数

はわかるんですが、実際にどういう方々がどれだけ救済措置されたかという部分に

ついては県のほうから回答、資料等いただいておりませんので、実数についてはわ

からないところでございます。 

山田勝委員 

そしたら水俣病、水俣病の患者じゃないですよ、水俣病被害者手帳の申請をされ

た方の人数がわかってるんでしょう。今の話では申請された方の人数はわかってま

すということですよね。それは幾らなんですかという話をしてる。 

佐潟健康増進課長 
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それでは山田議員の御質問にお答えいたします。これまで、７月３１日現在でト

ータル７４８件の救済措置の申請がありました。 

山田勝委員 

結局、その救済措置の申請というのは水俣病被害者手帳及び。とにかく水俣病の関係

をね、申請をしたじゃないですか。去年の何月までかということで、今でもまだもたも

たやってるような状況、今でもまだ申請している人がいる中でですね、現実に何人申請

書を出して、それはなんでと言いますと、イコール国保税、仮に国民健康保険税の適応

からお金を出すのは同じだということ、それはわかりましたよね。しかしながら、その

一人一人についてはね、案外、例えば負担金を払ってもらう、通院したときもそれなり

に面倒みてもらうというようなことでね、そんなにやはり市民の方でもね、それを利用

したことでいろんな形で救済されてるじゃないですか。そういう意味で幾らぐらい、幾

ら、何人いるんだということぐらいのね、把握はね、してもいいと私も思ってるもんで、

こうしてお尋ねするんですよ。なら、７４８名だけは申請をされたということを把握し

てらっしゃるんですね。 

佐潟健康増進課長 

一応、阿久根市の窓口を通じて県に進達した件数がこの件数であります。 

山田勝委員 

阿久根市の、ほんなら、阿久根市を通じなければ申請はできなかったということ

ですか。 

佐潟健康増進課長 

この水俣病の救済措置につきましては、当然、出水市、長島町、それからありと

あらゆる自治体の窓口で基本的には申請ができるということだったわけなんですが、

実際的には熊本県と鹿児島県と重複して申請された方等もいらっしゃったというこ

とを県の担当の方からは聞いていまして、そういう重複した部分についての整理も

必要だということはお聞きしました。基本的にはどこの自治体でも申請はできたと

いうことらしいです。 

山田勝委員 

ということは、申請した阿久根市の市民が、申請したとは７４８人じゃないとい

うことでしょう。それよりも多いということですよね。阿久根市を通じてした人が

７４８名で、阿久根市を通じなくてもできた申請なんですか。 

佐潟健康増進課長 

実際に阿久根市を通じて申請した７４８件のうちには、住所としては他市町村に

いらっしゃる方も実際的にありまして、ただ、土地、それから指定された場所です

ね。それから住んでたということでの証明で戸籍の附票であるとか、戸籍謄本、そ

れから場合によっては中学校、小学校等の在学証明書等と添付しなければいけない

ということで、阿久根市の窓口を通じて申請された方もいらっしゃれば、阿久根市

の方がよそのところで住んでたということで、よそのところから申請された方もい

らっしゃるということであります。以上です。 

山田勝委員 

ちょっとわからないからね、私も身近な人がいるからね、知ってるんですけどね、

阿久根市に居住している人で、阿久根市から戸籍謄本とるじゃないですか。謄本と

ったは、そして申請はした。ということは、戸籍謄本をとってやった人は全部阿久

根市で申請したんですか。私の知っている人は阿久根市を通じて申請しなかった人

もいますよ。 

内園健康増進課長補佐 
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課長の説明に補足して説明させていただきます。この水俣病の給付にかかる申請

は昭和４３年以前、どこに住んでいたか、対象地域に住んでいたか、あるいはその

対象地区の魚を多食したと認められる方が申請できるというふうになっておりまし

た。ですので、今全国に、その当時水俣湾沿岸で魚を食べたと認められる方がいろ

んなところに住んでいらっしゃいます。その方たちも申請できるということから、

直接県のほうに申請されている方もいらっしゃいます。阿久根市の窓口を通じて申

請された方が、先ほど課長が申した７４８件であります、ということでよろしく御

理解ください。お願いします。 

山田勝委員 

なら、阿久根市に居住している人でも阿久根市の窓口を通じないで申請した人も

いるということですよね。それならわかりますけどね。わかりました。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

牛之濱由美委員 

６２ページ、２５年度から県から権限移譲された費用なんですけれども、４款２

項１目２０節の扶助費ですね。この８２５万円ですね、これはまるまる県からの補

助対象の費用ということになりますか。 

佐潟健康増進課長 

この事業につきましては、説明の中でお話ししましたとおり、まるまるというか、保

護者の負担金分がありますので、その保護者の負担金分を除いた額に対しての分が補助

対象、国が２分の１、県が４分の１ということになります。以上です。 

牛之濱由美委員 

今、課長の説明で保護者の方の負担金ですね。これが１８ページにあります、説

明にあった３万１千円の９人分という試算、見積もりで、この９名というのはあく

までも予定という人数なんでしょうか。 

佐潟健康増進課長 

この事業につきましては県がこれまで保健所のほうで対応してた事業なんですけ

れども、阿久根市分としての平成２１年度から２３年度までの平均、これが８．７

名ということで県のほうから聞いております。その８．７名分を今回新規事業とい

うことで９名分を予定しているところでございます。以上です。 

牛之濱由美委員 

そうなんですね、２１年から２３年度の割合でということで。実は、なぜ私がこの質

問、お伺いするかといいますと、私の孫もこの未熟児で、双子で未熟児だったんですけ

ども、阿久根市でお世話になり、保健所からの指導の方もいらっしゃったわけですけれ

ども、このときは県からの権限ということでなんですけれども。その中でですね、どう

しても若い保健師さんがいらっしゃってですね、なかなか対応ができなかったんですよ。

今回、この県から市に移譲されるということで、もう少しそのところを課のほうでも考

慮していただきまして、これは本当に要望ですけども、そういうほかに、今意外と病院

のほうでは未熟児と言わないでくださいと言われてますよね。低体重出生児というふう

に言いかえてくださいというふうな指導も受けたんですけども、その中で、できれば経

験のあるそういう保健師さんの派遣をお願いできれば、本当、初産でしたら特に、まし

てはこういう未熟児等を出産した場合には不安がたくさんありますので、そのような方

の派遣を。市のほうに権限移譲されたわけですので、そこのところの配慮をよろしくお

願いしたいと思います。要望です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 
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ほかにありませんか。 

松元薫久委員 

６４ページ、４款１項３目の予防費の中のワクチンの購入代金について、需用費

の中の子宮頸がんワクチンについて以前もお聞きしたんですけれども、国のほうが

定期接種を決めて、今後そういう流れが阿久根市にもくると思うんですが、３月末

までは無料で接種を阿久根市内の子たちはしてたわけですね。今後、新年度からは

どういう形になるんですか。 

内園健康増進課長補佐 

松元委員にお答えいたします。２４年度までは任意接種ということで、接種を希

望する方については阿久根市が全額補助をしておりました。定期接種化されるとな

りますと、今まで通常の個別の予防接種と同様に本人負担は一切ございません。保

護者にとっては今まで２４年度同様の接種になるかと思います。よろしくお願いし

ます。 

松元薫久委員 

ということは定期接種になるという認識でいいんですか。 

内園健康増進課長補佐 

国会のほうが今年度４月１日から定期接種化するということで法改正で進めてい

るところでございます。 

松元薫久委員 

以前言わせていただいて、このワクチンちょっと危ないんじゃないのというふう

な内容で発言したんですけれども、国のほうがそういう法定接種、定期接種化する

動きの反面ですね、一部報道で杉並の女子中学生のことが報道されて、区議会でで

すね、歩行障害などの重い副反応が出たと。１４歳の中学生の女の子ですね。区議

会で問題になって、無料接種を行った区は接種の副反応を認めて補償する方針だと

いうふうな報道なんですね。厚生省もですね、このワクチンに対する重たい副反応

を、かなり分厚い報告を公開している。１，６２８件の副反応の報告があって、イ

ンフルエンザのワクチンの１０倍に当たる。接種した方が重たい副反応が出るのが

インフルエンザワクチンの１０倍という形で、国もなんでこんワクチンを法定接種

化するのか本当疑問でしょうがないんですけれども、こういう流れに阿久根市とし

て独自の政策というのをうつわけにはいかないわけですか。 

佐潟健康増進課長 

松元委員にお答えいたしますが、子宮頸がんの予防接種ということで、若い方々

も接種されるようになって、実際的に副反応とかという報告等も聞いてはいるとこ

ろなんですけれども、私たちとしても、少なくともこういうがん予防ということで

施策的には推奨、勧奨していかないといけないのかなというふうには思います。た

だ、あとこういう形でパンフレット等もありまして、その中にやはり予防接種の意

義、副反応、そういったもろもろの注意点等についても掲載してありますので、そ

こは保護者の方がきちんと御理解いただいて子供様のほうにですね、接種等々して

いただければというふうに思っている次第でございます。 

松元薫久委員 

その説明じゃあまり納得できませんね。定期接種になるわけですから、ある程度

副反応についてはリスクもおっきいんですよという形で、任意であればですね、今

の説明で納得できますけれども。杉並のほうでは副反応のそれを認めてですね、区

がね、無料接種させた区が責任をとって補償するというような問題も発生してると。

国が決めたことだから４月以降の接種で副反応がでたら阿久根市として補償の対象
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にはならないというふうな無責任な姿勢では、杉並の女の子のような問題が発生し

たときに市がどういう形で責任をとるのかという話になりますよね。ヒブとかです

ね、ほかのワクチンについてあまりこういう報道はないんですね。子宮頸がんワク

チンについてはかなり強い反対の運動があるんですよ。かなりしっかりしたお医者

さんとか弁護士とか、いろんな方が言ってらっしゃいますね。インターネット上で

動画でも見れますけれども、国に対してですね、やっぱり何か働きかける、県を通

してでもいいですから、そういうふうなつもりはないですよね。 

佐潟健康増進課長 

予防接種にかかる被害につきましては、杉並区の事例を教えていただきましたけ

れども、一応、予算的には保険の予防接種事故賠償補償保険ということで保険には

加入してまして、この子宮頸がん以外にもほかの予防接種等々、そういう事故等が

あった場合についての損害補償等については入ってはいます。それから、同じく６

４ページの３目予防費の１節報酬のところには予防接種健康被害調査員６人という

ことで、そういう場合審査する機関を設けて対応するようにいたしているところで

あります。委員がおっしゃる県のほうに対して働きかけるとか、そういった部分に

ついては今後中身をですね、杉並区の事故等を検討させていただきたいと思います。 

松元薫久委員 

ワクチンを打って何かそういう重たい副反応が出たことによる補償を支払うため

の保険で市に損害はありませんという角度じゃなくて、市の損害よりもですね、打

って何かこういう事例が阿久根市で起こった場合、どうしますかというふうな話で

すから、市のその損害とかというのは別の次元の話であって、そういう保険に入っ

てますじゃ納得できないわけです。ただ、国のほうの動きとして私が今ここで健康

増進課に何を言ったってとめようのない国の決定ですから。ただ、こういう事例が

あるってことは、阿久根市の結構な数が受けてらっしゃるんですね。この間数も聞

きましたけれども、僕もびっくりしたんですが、ある程度認識して打ってもらえば

ですね、リスクもおっきいですということをきちっとお伝えしながら、このワクチ

ンの接種を進めてもらいたくないんですけれども、説明だけはきちっとしていただ

きたいという要望で終わります。 

山田勝委員 

関連ですけどもね、私みたいな古い人間にはね、そういう子宮頸がんの予防接種

なんていうのはね、認識があまりないんですね。自然の、子供を産むとかというの

は自然の摂理だという気持ちが自分はありますよ。子供は授かりものやったっでと

いう気持ちが。しかし、そういう中で、今、松元委員の言われるのをじいっと聞い

て、課長にですね、課長に国に働きかけるって、これは全く無理な話であってです

ね、全く無理な話ですよ。各課長に国に県に働きかけというのは無理な話です。た

だ、直接施策をする自治体においてはですね、そういうリスクもあるということを

ちゃんと利用する人にね、やっぱり言ってかせて、指導をしてですよ、その上に、

その人の自由なんでしょう、接種する、接種しないというのは自由ですか、自由じ

ゃないんですか。必ずしもせないかんですか、妊婦は。 

［発言する者あり］ 

ちょっと答弁してくださいよ。確実せないかんのですか、しなくてもいいんです

かって。 

佐潟健康増進課長 

任意接種から定期接種ということで、若干義務ということまではいかないんです

けれども、罰則があるというわけではありませんけれども、対象者の方々には接種
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を呼びかけるということになりますので、おっしゃるように義務化されたかという

と。 

山田勝委員 

わかっている人が答えなさい。 

内園健康増進課長補佐 

今手元にきちんとして資料を持ちあわせておりませんが、定期接種化になると接

種をする義務があるというふうに理解しております。ただ、接種を受ける方につい

ては、予診表と同時に保護者の方へということで、こういうことを読んでください

と、副反応とかこういうのがありますというのを読んでから接種を受けるようにし

てくださいという説明書もつけてお送りしております。 

山田勝委員 

そしたらそういう説明書を見てですね、私は遠慮しますって言えるんですか、言

えないんですか。 

内園健康増進課長補佐 

その説明書を読んで、最終的には保護者が判断して、予診表には接種しますとい

うことを同意をしてから接種をするということでサインをするようになっておりま

す。最終的には保護者が拒否した場合にそれまでどうしても受けなければならない

とか、受けてくださいと強く言うことは今まではしておりません。 

山田勝委員 

やはりね、今、非常に厳しくね、受けないかんというような状況だったらね、そ

れはやった自治体はね、何かあったときには完全に補償せないかんですよ。例えば

よく考えてみてください。結核検診について、結核検診は国民病ですよね。これは

義務だと思いますよ。それでもやらない人もいるじゃないですか。どうもね、話を

こう聞いとってみてですね、そういう片方にね、そういうリスクがありますよとい

うのをね、そこまで行政がね、徹底的にやらないかんということのほうに疑問を感

じますね。なんでかっつったら、別に今まで予防接種をしなくてもね、かかった人

もおればかからない人もいるわけですよ。かからない人が多いですよね、国民の子

供を産む世代の方々にはね、何も予防接種をしなくても、そういう接種をしなくて

もね、かからない人が多いんですよ。かからない人のほうが多いんですよ。どうで

すか。その人はそれをしなくてはその病気に、子宮頸がんにかかった人がたくさん

あるからこういう事態になったんですか。今、阿久根市のここ数年の妊婦を調べた

ときに、何人ぐらい子宮頸がんにかかって、そういう被害を受けているのか。だか

ら、そういうね、被害があまりにも多い被害をとめるためにせないかんのであって

ですね、何も被害ないのになんの理由でするのかなって、僕は自然に思うんですよ。

何気なく、ぜんぜんわからないんですけどね、そういうふうに思うんですよ。だか

ら、あなた方は子宮頸がんに今までかかった阿久根市のね、対象者が何人ぐらいい

るのか把握してるんですか。 

内園健康増進課長補佐 

申しわけございません。具体的な数字は把握しておりません。ただ、この定期接

種化になるということ自体は、がんとかなった方の死亡率が高いということで国と

しても定期接種化になったということで理解しております。 

山田勝委員 

現実にですね、そういう不安のある中でですよ、ちゃんと国民に説明すべきです

よ。これぐらいの妊婦の中で、これは全国的なレベルでもいいんですよ。何人、例

えば１万人の妊婦の中に何人子宮頸がんにかかって、そのうち何人死んでると。そ
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ういう状態でやはり、そういう状態だから義務化したんだというならね、理屈はわ

かるけどね、まったくわからない中で、国と製薬会社とタッグを組んで国民を相手

に金もうけをしてるようにしか僕は写らない。だから阿久根市の職員もね、阿久根

市の実態はどうなのかというのもちゃんと把握して市民にしてもらうべきですよ。

何でかって、地方自治ですよ。あなた方の責任において市民にアピールし、市民に

接種するんですよ。だから、どうもそういうのが数字も出てこない、国が言うから

するではね、地方自治とは言えないなと思うんですよ。 

内園健康増進課長補佐 

先ほどから申しておりますように、数字としては把握しておりませんけれども、

例えばこの子宮頸がん、あるいはヒブとか小児用肺炎球菌、そのまま受けないでい

たら死に至ることもあるということからワクチン接種を進めているわけで、ならな

い人はそれにこしたことはないんですけれども、ワクチンをしたら防げるという利

点があるということで、すべての定期接種化される予防接種について言えることな

んですけども、全国的な数字とかいうのは今ここに把握しておりませんが、いずれ

にしても死亡に至る人たちがいるということを防ぐための予防接種でありますので、

そこを御理解いただきたいと思います。 

山田勝委員 

それはわかりますよ、わかるけど、今、松元委員の言うのを考えればですね、そ

の話を聞けばですね、不安になるのは自分の子供がそういう立場になったときに。

なら、やるほうがいいのか、やらないのがいいのかとしたときに、やりなさいとい

う確固としたね、理由があればね、だけど、僕の考え、あなた方の説明している限

り、それはやったほうがいいっていうふうなふうに感じないわけ。そこ付近までね、

やっぱり担当者は掘り下げてやってもらうようにしておかないと、何か起こったと

きにね、そんならどう責任をとるの、ということですよ。でもこれはね、僕がどん

なに言っても答え出てこないからいい。出てこないでしょう、これ以上は。 

内園健康増進課長補佐 

その責任については、先ほど松元議員のほうに課長からお答え申しましたとおり、

一応、阿久根市としては対象者にはこうリスクがありますというのを読んで理解し

ていただいた上で受けていただくようになっておりますので、仮にそういう場合に

事故が発生した場合は先ほどのとおり市としては保険を組んでおりますので、責任

の面ではそこは大丈夫かというふうに理解しております。 

山田勝委員 

これ以上ね、言っても同じ言葉しか出てこないけどね、例えばＣ型肝炎のワクチ

ンでね、大変苦しんでいる人がいるから、現在苦しんでいる人がいるんじゃないで

すか。Ｃ型肝炎の患者でですね、苦しんで全国的な運動があるというのもあるし、

これも国が進めたやつの話ですもんね、国が進めたやつの話。ですから、いい、い

い、いい、いい、と思ってやったことでもね、必ずしもそういうことでない場合も

出てくるのでね、やはりその付近は患者が納得するような、対象者が納得するよう

な形でやはり進めて欲しいなと思うんです。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

石澤正彰委員 

今の関連なんですが、厚労省にワクチン接種してですね、報告が上がってる、そ

ういう件数というのは把握されてますか。２１年末からですね、昨年末まで約３年

ですかね、各医療機関が上がってるらしいんです。私も聞いたんですけど、そうい



- 70 - 

う数は把握されてますか。 

佐潟健康増進課長 

石澤議員にお答えいたいますが、子宮頸がんワクチンにつきましては２１年１２

月の全国の数字がありますが、販売開始後推定で１８９万６，９５１回接種され、

このうち副反応が製販業者から１９３人、医療機関から２１９人報告されてるとい

う数字が入っております。以上です。 

石澤正彰委員 

私が教えてもらったのがですね、２１年末から昨年末まで９８４件、厚労省に報

告が上がってんのがですね。重篤な件数が８８件というふうにお聞きしてるんです

よ。そういうことをとらまいてですね、たぶん松元委員が言われたのも、山田委員

が言われたのも、国が推奨して進めたことでもですね、ああいう悲惨なことがあり

ましたよね。今、ワクチンことを言われましたが、そういったことを心得て、やっ

ぱり所管しているとこがですね、しっかりと説明をすべきやと私は思いましたので、

要望で終わります。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

山田勝委員 

この中に、６４ページの補助金、運営費補助、食生活改善推進協議会に６０万５

千円の補助をされているんですが、これはどんな推進協議会なんですか。 

佐潟健康増進課長 

山田議員にお答えいたします。食生活改善推進協議会につきましては年間６万５

千円の補助を補助金として出しておりますが、食生活改善推進員の方々につきまし

ては、いろいろな食生活等々の普及等に対応していただいておりまして、いろいろ

なイベントのときにも出会していただいて、いろいろ食生活についてですね、塩分

の減塩の料理とか、そういう、保育園等にも出向いて行ってもらって離乳食のつく

り方であるとか、そういう部分について活動していただいております。また、各区

のほうにも自主的に出向いて行って自主活動等されていらっしゃいまして、委員の

方々については今現在２６名いらっしゃいます。以上です。 

山田勝委員 

私は何でこう言うかというとね、このとしになると食べることでね、人間の健康

がものすごくね、左右されるんですよね。ですから、もちろん今あなたの言われる

とおり、保育園で考えることですよ。保育園の子供たちに、中学校の子供たち、そ

れから働き盛りの大人ですね、５０代。５０代、６０代、７０代、それぞれね、食

生活を、食生活ちゅうのは非常に大事だというふうに近ごろ自分も考えてるんです

よ。そこで、ただ、今、あなたが言うような話を、６万５千円補助してるだけ。具

体的にどこが参画をして、一緒になって活動しているのか。そこまでね、踏み込ま

ないとね、私はね、このあれはお金もいるんだったらもっとたくさん使ってもいい

ですよ。そうしないとね、市民の健康なんて守れませんよ。どこまであなた方が踏

み込んで一緒にやってるの。 

佐潟健康増進課長 

この食改の協議会につきましては、保険予防係の担当保健師が毎回いろいろ打ち

合わせを行いながら一緒に事業活動していまして、月２回程度はですね、いろいろ

な協議を行っていますし、あと研修会につきましても会員の方々と一緒に年１０回

ほどは働く女性の家で研修を行ってますので、補助金をただ補助してるだけという
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ではなくて、うちの保健師のほうが積極的にかかわりながら、離乳食であったり、

あと実際に食事のつくり方とか、そういったのを一緒に研修している状況でありま

す。以上です。 

山田勝委員 

そんなら聞くけどね、どれくらいの行政効果があってね、ものすごく一生懸命や

ってらっしゃるふうに今説明受けましたよ。でも、どれくらいの行政効果があって

どれぐらいの市民にそれが普及して市民の食生活に普及してんの、影響を与えてん

の。 

佐潟健康増進課長 

山田議員にお答えいたします。費用対効果ということでありますけれども、具体

的に市民の一人一人の方々がどれだけ食事のつくり方とか、そういう減塩になった

かということについてまでは把握はしておりませんが、先ほどから言っております

けれども、離乳食をつくる指導ですね、そういった部分であるとか、あと、いきい

きサロンとか、そういうところに出向いて行って指導されてる部分については効果

があるのかなというふうに。お金としての換算というのはなかなか難しいんでしょ

うけれども、健康意識の向上ということに関しては一定程度の効果はあると思いま

す。 

山田勝委員 

例えばね、保育園に行ってね、保育園に行って離乳食の何かってそんなのはしな

くて、しないでいいですよ。あそこはそこの職員より詳しいですよ。この離乳食、

それぞれの子供たちのね、年齢に応じて、幼児の年齢に応じてたね、食べ物をつく

って与えるとかっちゅうのはね、それは大変失礼だけどこの会員よりもね、ずっと

レベルは高いですよ。それから、もちろんね、いきいきサロンというのはあるかも

知れませんけどね、例えばデイサービスとか、デイケアとか、もっともっとまたレ

ベルの高いことをやってますよね。でも、私がこういうことを言うかつったら、例

えば防災無線を使ってでもですね、きょうは大川地区公民館で、西目の構造改善、

どこでこうこうこういう料理教室を開きますよ、健康にするための市民の、減塩で

も何でもいいですよ、うんまかもんの食えばいいわけですから。とにかくそういう

ね、それぞれのお年寄りにおおたそういう料理教室でも栄養教室でもね、具体的に

するような活動をしないとね、金をやっただけ、自分たちで満足してるだけじゃよ

くないから私言うんですよ。本当に生きて頑張ってるなというのが見受けないから

言うん ですよ。そういう感じを受けない。だから６万５千じゃなくて具体的にも

っとね、金を使ってもいいですよ、具体的にもっと。ということですから、ことし

の予算はね、しょんなか。今後についてはね、それぐらいの気持ちでやってくれな

いとね、阿久根市は阿久根市の独自で、さすがやね、阿久根市やんねというような

ね、特に担当係長は女性だからね、一番よくわかってますよ。前向きに、徹底的に

私取り組んで欲しいな。それこそ市民の健康を守るために。以上。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

いいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３０号中健康増進課所管の事項についての審査を一時中止いた

します。 

この際、暫時休憩します。 

 

（休 憩 １０：５５ ～ １１：０５） 
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○［議案第３１号 平成２５年度阿久根市国民健康保険特別会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、議案第３１号を議題とし、審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

佐潟健康増進課長 

議案第３１号平成２５年度阿久根市国民健康保険特別会計予算について御説明い

たします。特別会計予算書の１７ページ、事業勘定の歳出から説明いたします。第

１款総務費１項１目一般管理費５，７７１万５千円は、職員７名の人件費やレセプ

ト点検嘱託員２名分の報酬などが主なものです。２項１目賦課徴収費４４１万６千

円は、市税等収納嘱託員１名の報酬や事務経費であり、１８ページの２目納税奨励

費２３０万円は、各区及び納税組合の保険税とりまとめ謝金等を計上したものです。

次に、第２款保険給付費１項１目一般被保険者療養給付費２０億４，７００万円は、

平成２５年度の推計被保険者数を約６，５００人、１人当たりの推計医療給付費を

３１万４，５００円余りと見込み計上したものです。２目退職被保険者等療養給付

費１億１，５００万円は、平成２５年度の推計被保険者数を約３４０人、１人当た

りの推計医療給付費を３３万５，２００円余りと見込み計上したものです。３目一

般被保険者療養費２，１００万円は、１人当たりの推計療養費を３，２００円余り

と見込み計上したものです。１９ページになります。２項高額療養費１目一般被保

険者高額療養費３億２，３００万円は、１人当たりの推計高額療養費を４万９，６

００円余りと見込み計上したもので、２目退職被保険者等高額療養費１，７３０万

円は、一人当たりの推計高額療養費を５万４００円余りと見込み計上したものです。

次は、２０ページです。４項出産育児諸費１目出産育児一時金１，２６０万円は、

１件当たり４２万円の給付額で３０件を見込み計上いたしました。５項葬祭諸費１

目葬祭費２１０万円は、１件当たり３万円の給付額で７０件を見込み計上いたしま

した。第３款後期高齢者支援金等１項１目後期高齢者支援金３億５，６３７万２千

円は、後期高齢者の医療費分として支払基金へ拠出するもので、国の算定基準に従

い見込額として計上したものです。２１ページをお願いします。第６款介護納付金

１項１目介護納付金１億６，９７２万円は、介護保険の２号被保険者分として支払

基金へ納付するもので、国が算出した平成２５年度の阿久根市の第２号被保険者数

を２，８５６人と見込み、国が示した被保険者１人当たり負担見込額５万９，８０

０円を乗じた額から、平成２３年度精算見込額を減額した額を見込み計上したもの

です。第７款共同事業拠出金１項１目高額医療費拠出金９，１４８万２千円は、レ

セプト１件当たり８０万円を超える医療費について、都道府県単位で共同事業とし

て国保連合会が行うもので見込み計上したものです。２目保険財政共同安定化事業

拠出金４億３，８１８万６千円は、レセプト１件当たり３０万円を超え８０万円以

下の医療費について都道府県単位で共同事業として国保連合会が行うもので見込み

計上したものです。第８款保健事業費１項１目特定健康診査等事業費１，６１０万

８千円は、腹囲、高血圧症、高血糖などメタボリックシンドロームに着目した生活

習慣病の予防に努めていくことから、特定健康診査業務等の健診機関等への委託料

が主なものであります。２２ページをお願いします。２項１目保健対策費９７０万

８千円は、訪問指導嘱託員１名の人件費やはり・きゅう及び人間ドック助成金が主

なものです。２３ページをお願いします。第１１款諸支出金１項償還金及び還付加

算金は、一般被保険者及び退職被保険者等の過納金還付の見込額を計上いたしまし
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た。 

以上で歳出を終わり、次に歳入について御説明いたします。１２ページをお願い

します。第１款国民健康保険税１項１目一般被保険者国民健康保険税３億７，５３

５万９千円、２目退職被保険者等国民健康保険税２，０９８万３千円は、それぞれ

の区分ごとに見込額を計上いたしました。１３ページをお願いします。第４款国庫

支出金１項１目療養給付費等負担金７億７６９万５千円は、療養給付費等に係る国

負担分で国の算定方式により見込み計上いたしました。２目高額医療費共同事業負

担金２，２８７万円は、国の負担分４分の１の額です。３目特定健康診査等負担金

３２８万７千円は、特定健診・特定保健指導に係る国の負担分を見込み計上いたし

ました。次に、２項国庫補助金１目財政調整交付金４億９，９６５万９千円は、国

が示した算定方式により見込み計上いたしました。１４ページです。第５款県支出

金１項１目高額医療費共同事業負担金２，２８７万円は、県の負担分４分の１の額

です。２目特定健康診査等負担金３２８万７千円は、特定健診・特定保健指導に係

る県の負担分を見込み計上いたしました。次に、２項１目財政調整交付金１億７，

０９１万４千円は、県が示した算定方式により見込み計上いたしました。第６款療

養給付費等交付金１項１目療養給付費等交付金１億２，５４４万８千円は、支払基

金から退職者等医療費分として交付されるものであり、国が示した算定方式により

見込み計上いたしました。第７款前期高齢者交付金１項１目前期高齢者交付金８億

８，２３２万７千円は、社会保険診療報酬支払基金からの交付金であり、国が示し

た算定方式により交付見込額を計上いたしました。第８款共同事業交付金１項１目

高額医療費共同事業交付金９，０１８万８千円及び２目保険財政共同安定化事業交

付金４億３，２２９万８千円は、国保連合会からの交付金であり、その見込額を計

上いたしました。１５ページです。第１０款繰入金１項１目一般会計繰入金３億４，

１９５万１千円は、保険基盤安定分、職員給与費等分、出産育児一時金分、財政安

定化支援事業分として、それぞれ繰り入れるものです。 

次に、施設勘定について御説明申し上げます。施設勘定は、昨年４月から週５日

の診療を実施している大川診療所において、２４年度の診療実績等に基づき、２５

年度の必要経費並びに診療報酬収入等を見込み予算計上したところです。まず、歳

出から御説明いたします。予算書の２８ページをお開きください。第１款総務費１

項１目一般管理費１，１７８万３千円のうち、１節報酬、４節共済費は、看護師２

名、医療事務１名の計３名の嘱託職員の報酬及び社会保険料であり、２４年度は賃

金で計上していたものを嘱託員として雇用したことによります。８節報償費１万４

千円は、生活習慣病のセミナーの開催等を想定しての謝金であります。飛びまして、

１１節需用費１２０万５千円は、診療所の管理用品購入費や電気・ガス・水道料等

の光熱水費が主なものであります。１２節役務費１５１万５千円は、電話・郵便料

などの通信運搬費、建物共済、自動車損害共済等の各種保険料を初め、その他役務

費としては診療事務用レセコンソフト保守料や電子カルテシステム保守料、レント

ゲン撮影装置保守料を計上させていただきました。１３節委託料１９万５千円は、

説明欄にもありますように、使用済み注射針などの医療廃棄物処理業務委託料、浄

化槽維持管理業務委託料、消防設備点検業務委託料、事業所ごみ収集業務委託料で

あります。１４節使用料及び賃借料１０９万８千円は、使用料として主にコピー機

リース料を、賃借料としては、在宅療養用酸素供給装置借り上げ料を計上いたしま

した。１８節備品購入費９８万８千円は、看護師等の白衣購入ほか、電子カルテシ

ステム用サーバー更新費用であります。２９ページです。第２款医業費１項１目医

療用機械器具費１７６万円は、年度途中における医療用機械器具の修繕料や平成９
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年４月に購入した心電計を新たに更新するための費用を計上いたしました。３目医

薬品衛生材料費１，０２０万円は、２４年度の診療用薬品等の購入実績をもとに予

算計上いたしました。４目検査等業務費１２節役務費の血液検査手数料３０万円は、

２４年度の検査実績により、さらに１３節委託料１，１２０万５千円は、週５日の

半日診療に係る診療業務委託料を計上しました。第５款公債費１項１目元金２４６

万２千円及び２目利子６９万９千は、大川診療所並びに医師住宅の借入金返済金で

あります。なお、医師宿舎建設事業についての返済は平成２５年度で完済すること

となります。 

次に歳入について御説明申し上げます。予算書の２６ページをお開きください。

歳入第１款診療収入２項外来収入１，４３４万５千円は、２４年度の診療収入実績

を考慮し、見込み計上させていただきました。第６款繰入金１項１目国民健康保険

診療所基金繰入金２，４１５万７千円は、診療所基金を取り崩して繰り入れるもの

です。なお、平成２５年４月現在の診療所基金残高は３，５４３万１，３９７円と

なっております。以上で説明を終わりますが、答弁につきましては私のほか、補佐、

各係長で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

竹原恵美委員 

ページ、２８ページ、大川診療所のことです。１款１項１目１節です。賃金から

報酬に変わったというふうに聞こえたんですけど、何の目的で、結果どのように変

わったということでしょうか。 

佐潟健康増進課長 

大川診療所の運営につきましては、これまで休診とか、あと再開等々ありまして、

以前は嘱託職員であったわけでありましたけれども、休診等の時期に賃金化いたし

まして、これまで２４年度につきましても賃金で雇用してた状況であります。ただ、

週５日診療できるようになりまして、これまで以前のとおり嘱託職員化ということ

で改めて予算化したところでございます。以上です。 

竹原恵美委員 

同じ方がいらっしゃる、また人は変わるんだろうけれども、その性質として賃金

であればその方がきてくださる可能性が高くなる。何か使い分けというか、意味合

いはあったんでしょうか。意味合いの使う目的によって、意味合いの違いで賃金が

嘱託化したということなんですか。雇う上には差はないと思うんですけれども。 

中野管理係長 

竹原委員にお答えいたします。経緯的なものについては、今課長がお話ししたと

おりですが、以前、嘱託職員としてずっと雇用していたものが、休診を挟みまして

週３日の診療となったときに臨時職員扱いということになってまいりました。内容

業務的にはほぼ変わらない、同じような職務をやっているわけですけれども、診療

日の減少というようなことから嘱託職員から臨時職員の扱いという話になったかと

思います。嘱託職員と臨時職員の違いとしましては、一般的には臨時職員は補助的

な運営をすると。それから嘱託職員については専門性のある職務についてもらうと

いうことでありましたが、看護師や医療事務の方についてはもともと専門的な職務

をしていただくということでありました。去年の２３年度の場合につきましては、

まだ、診療日が週３日ということでしたので、引き続きの臨時職員の賃金という形

で報酬を計上していたんですけれども、２４年度については、実は週５日になると

いうことで、本来ならば報酬で組むべきところだったんですけれども、週５日の診
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療が始まるというのが予算組みをしたあとにそういうことが決まったものですから、

２４年度は賃金で組ませたものをそのまま運用したところでございます。２５年度

につきましては今後も週５日の診療が続くと、そして専門的な職務についていただ

くということで、来年度については報酬という形で予算組みをさせていただいたと

ころでございます。以上です。 

竹原恵美委員 

名目の違い、性格の違いはわかったんですけれども、支払いとしての、実質、そ

の本人とのやりとりの支払いとしての変化、そして本人の雇用状況、環境の変化が

あるんですか。 

中野管理係長 

臨時職員の単価としましては、看護師が日額７，９００円でございました。それ

を年間に延べまして算定をしているところですが、もともと基準がございまして、

これについては介護保険専門指導嘱託員報酬の月額報酬をもとに時間単価を出しま

して、日額単価に換算しまして７，９００円ということを試算をしておりました。

今回も介護保険専門指導嘱託員の報酬単価を１２月掛けまして、それを、勤務時間

的には庁内の通常の嘱託員は７時間なんですけども、大川診療所については勤務時

間が７時間４５分という勤務時間になっておりますので、その場合を引き戻しまし

て換算したところで看護師の月額単価を出したところです。よって、時間単価的に

はまず変わらないと、報酬額的にも月額報酬が１６万６００円という額になります。

この部分は臨時職員の場合お支給額とほぼ変わらないというふうに理解してくださ

って結構です。以上です。 

竹原恵美委員 

また、次の質問をしたいと思います。ページ、２０ページで２款４項１目と４目

なんですが、出産育児一時金、その次の葬祭費、これがそれぞれが３０件と７０件

ていうふうに見込んでいるんですけど、その根拠、数を推定するに、予測するにあ

たるその方法というのを教えてください。 

佐潟健康増進課長 

数につきましては、それぞれ出産の国保資格のある被保険者の方の中での出産の

実績、それから葬祭費、葬儀等の実績を見込んで計上したということになります。

ただ、対前年度比、保険給付費につきましてはゼロ、同額で組んでいますので、実

数としては２１年度、２２年度との平均数値で出しているところでございます。以

上です。 

竹原恵美委員 

すいません、よくわかりにくかったんですけど。出生予測、全体予測をしてその

加入者という数ではなくて、毎年の実績でつくった数だというふうに理解していい

んですか。 

佐潟健康増進課長 

あくまでの対前年度と同額で今回組ませていただいたので、実績等々については

それ以前の分の推計を使ったということになります。 

［竹原恵美委員「はい、わかりました。」と呼ぶ］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

中面幸人委員 

先ほど、一般会計のほうで。水俣病関係でですね、入ってくる歳入はどこに入っ

てくるんですかね。ちょっと教えてください。 
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佐潟健康増進課長 

お答えいたします。水俣病に係る分につきましては、歳入の１３ページの下のほ

う、４款国庫支出金の２項１目財政調整交付金、４億９，９６５万９千円とありま

すが、そこのところに特別調整交付金の交付見込額５，５００万が予算計上されて

ますが、そこの中に入ってくるということになります。以上です。 

中面幸人委員 

２４年度は幾らあったんですかね。 

池田国保係長 

２４年度は今申請の段階ですけれども、１，９００万になります。また、これに

ついてはですね、まだ連絡はきてないんですけれども、正式決定をしたときに県か

らまた連絡がくる予定になっております。以上です。 

中面幸人委員 

先ほど課長の説明でありました特別調整交付金見込額の５，５００万、これはも

うすべて水俣病関係になるんですか。 

佐潟健康増進課長 

この特別調整交付金の交付見込みにつきましては説明でも言いましたが、国が示

した算定方式でしておりまして、水俣病以外の調整額等が入っていますので、水俣

病だけではございません。以上です。 

中面幸人委員 

例えば、これは水俣病で手帳をもらっている方が今４名と。そして救済措置を申

請をしている方とかあるわけなんですけども、たぶん、そういう人数によって金額

も違ってくると思うんですけど、その辺りはどうなって。それは人数によって変わ

ってくるんですが。私が言いたいのはですね、出水とか長島町というところは結構

大きい額をもらっていらっしゃるんですよね。だから、よくこういうふうに認定さ

れたから、例えば医療費はただだろうって言われるんだけど、ただ、これは自分の

負担分がいわばいらないだけであって、当然、ほかの分については保険のほうでま

かなっているわけですから、だからそういうところもちゃんとしたやっぱり人数の

把握とかですね、当然、こういう金額が出てくるっちゅうことはですね、当然人数

も把握されてと思うんですよね。その辺あたりは全然県から金額を示すだけのもの

なんですか。 

池田国保係長 

その人数についてはですね、病院を受診された延べ人数が対象になりますので、

実際に手帳とかもらっている人数というわけではございません。それと、その人た

ちに係るすべての医療費を含めてですね、あと算定方法があるんですけど、その算

定の部分に入れ込んでいけばですね、それが算定されるということになります。延

べ人数ということで御理解いただきたいというふうに思います。以上です。 

中面幸人委員 

いわば診察を受けて、結果的にはそれならそういう方が受けられたというのはわ

かるわけですね。 

佐潟健康増進課長 

そのとおりでございます。 

中面幸人委員 

これはですね、例えば手帳を持っている方、例えば救済の申請を受けてそれから

あと認められた方とかいう、そういうのに対して、診療受けた方に対して国から交

付されたという形で考えていいんですか。 
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佐潟健康増進課長 

そういうことになろうかとは思います。 

中面幸人委員 

救済で申請された方が結構多いということは、これが認定されれば幾分かは過年

度と比べて２５年度は多く入ってくるということで考えていらっしゃいますか。 

池田国保係長 

一概にそういうわけではありませんで、２３年度と２４年度を比較したときにで

すね、延べ人数については２３年度よりも確かに２４年度のほうが伸びています。

その方々の医療費についてはですね、２４年度のほうが２３年度よりも少なくてで

すね、２３年度の水俣病関係で交付された部分については前回の決算特別委員会で

も報告しましたけれども、４千万程度入ってきておりました。今回、申請をつくる

段階でですね、そういう算定方式があるんですけども、そこに当て込んでいったと

きにはですね、半分、１，９００万ということになっておりますので、その実績に

応じてという形になるものですから、２５年度については今のところ見通し的には

立たない状況であります。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

山田勝委員 

国民健康保険、そのほかでね、近ごろ気になっていることをお尋ねしたいんです

が、実は私の住んでいる付近にね、近ごろ人工透析をする医療機関の送迎車が来る

んですよね。病院によってはその人は、例えばその人は自由に仕事もできる、運動

も車の運転もできるような方も透析の日にはその車に乗って行かれる。そういうよ

うなのを見ているとですね、それも送迎も、病院の送迎もやはり医療費の中に含ま

れるんですかね。 

佐潟健康増進課長 

山田議員にお答えいたしますが、診療の中で医療機関のほうが送迎される分につ

いて、医療費の対象となるかということなんでしょうけれども、そこの部分につい

てはちょっと把握しておりませんので、のちほど回答いたしたいというふうに思い

ます。 

山田勝委員 

例えば、自分の車で行く人と、行けるけれども病院の車が送迎する人と、もしそ

れが医療費としてね、算定されるんであったらですね、また、それも医療費にのっ

てくるということもあるのでね、その付近をどれぐらい、例えば事業主である阿久

根市が、あるいは行政機関が、特に人工透析の場合はまたちょっと違いますからね、

治療費の支払先がですね。どれくらいチェックできるのかというのをお尋ねしたい

んですけどね。チェックできるんですか、それとも指導できるんですか。事実を把

握した場合に指導できるんですか。池田係長が言っていいよ、わかっている人が。 

池田国保係長 

お答えいたします。これについてはですね、うちもレセプト点検を行っておりま

して、基準というか、それに基づいて算定をしています。一たんは国保連合会のほ

うにいって、国保連合会のほうからもちろんチェックはかかるわけですけれども、

それがうちのほうに返ってきます。それについてもですね、うちのレセプト点検員

のほうがもう１回チェックをして、それにあてはまらないようであればですね、再

審査という方法もありますので、チェック体制についてはあります。以上でありま

す。 
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山田勝委員 

それが医療費に加算されるのか、加算されないのか、それをね、あとでもいいか

ら知らせてください。それから大川地区診療所のね、経営実態を見るときに、非常

に難しいと思うんですよ、ここは。例えば、医師の、お医者さんに払う委託料は１，

１００何万でしょう。しかしながら診療収入の少ないこともびっくりしますよね。

このままだったら経営は行き詰まる。だから、私は前々から思っとんたんだけど、

これは今後の問題としてぜひとらえて欲しいのはですね、健康バスをですね、健康

バスです。病院に行く健康バス、これは徳州会がやっとったことですよ。健康バス

を徳州会がちょっと補助をして、健康バスを回して、患者を病院に収容する。病院

がバスを回すというのは非常に無理だけど、例えば健康友の会というのをつくって

健康友の会が維持するような体制をつくることがね、私は一番いいと思ってるんで

すよね。それに阿久根市が少し補助を出すとか、あるいは病院に行く人が補助を出

すとか、これはもちろん乗合タクシー、あるいは福祉バスにもね、かかわることだ

けども、そういうふうにすればですね、１年間毎日回しとったらね、利用する人は

こちらのほうがずっといいという感じがするんですよね。そんなことは考えたこと

はないですか、担当係長。この医療費を、大川診療所の経営状態を見てみるときに

ね、これは以前から大きな課題であることは確かなんですよ。でも政治決着でこう

いうふうになったんですからね、それをどういうふうに言うことはないんだけれど

も、ただ、心配やっとなな。ことしか来年ぐらいで基金は底をつくでしょう。底を

ついたあとは一般会計から出すんですか、１年に２、３千万も。いかがお考えでし

ょうか。 

佐潟健康増進課長 

山田議員にお答えいたします。大川診療所の運営につきましては、先般、総括質

疑のときに竹原委員のほうからも安定的な運営のためにはということで、私のほう

で答弁しました２２０名という数字がありましたけれども、この２２０名というの

が診療報酬の委託料と薬剤費を購入するのにペイする診療収入としての患者数が２

２０名でありまして、今後、それに看護師と医療事務の３名の人件費を入れますと

３４０名程度になるかと思います。あと、診療所の施設維持管理、あと、公債費の

償還等入れますと人数的には月延べ４６０名程度必要かというふうに試算している

ところであります。４６０名というのが開所日数２０日でいきますと２３人と。今

現在半日診療でやっていますが、半日診療で２３名というのはかなり難しい数であ

ります。この２３名という患者さんが来られれば基金も取り崩さずに運営できるラ

イン、数字ですので、そこを目標としますけれども、一たんは私たちの運営として

は地域医療を守るということからいきますと、やはりまずは患者さん方が多く来て

いただく環境をつくらないといけないし、この前のときにも説明いたしましたが、

地域の方々に広報してやっていきたいというふうに思います。最終的に患者さんの

人数が伸びずに基金を取り崩して、じゃあ枯渇したときにどうするかというのにつ

きましては最終的には政治的判断がいるのかなというふうには思っています。 

山田勝委員 

参考までに聞くけどね、例えば診療業務委託料１，１２０万５千円というのがお

医者さんに支払うお金ですか。 

佐潟健康増進課長 

２医療機関と契約していますので、そちらのほうに支払う金額です。 

山田勝委員 

医療機関に支払って、お医者さんたちはその医療機関から金をもらうと、こうい
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うことですか。 

佐潟健康増進課長 

そういうことになるかと思います。 

山田勝委員 

だから、地域医療を守るというのはな、私、地域医療を守るというのはあの付近

の住民の方々にね、不安を与えない、例えば夜中でもいつでもね、ぐあいが悪いと

きはどうするか。救急車を頼んで市内の病院に行くか、市民病院に行くかですよ。

それからかかりつけの病院に行く以外にないわけで、現実にはね。それで地域医療

は守られている。何もね、地域医療を守るためにそこを、これをしなくてもね、む

しろこの場合ですけど毎日行くでしょう。１週間に５日なら５日の午前中なら午前

中行かれる方々のための診療所でしょう。私はね、むしろね、健康友の会をつくっ

てね、バスを回したほうがずうっと効率的で関係患者も安心すると思うんだけどね。

どうですか、中野所長。 

中野管理係長 

山田委員の御質問にお答えいたします。健康バス等の創設、あるいは運行という

話ですが、今、乗合タクシーがある状況の中でその検討というのはまだ行っていな

い状況です。確かに御指摘がありますとおり、基金の枯渇というものは直前に迫っ

ている状況でございます。先ほど佐潟課長が申しましたとおり、経営的には非常に

まだ、実質的には赤字という状況が続いております。ただですね、今、月額の診療

報酬収入というのが１５０万を安定して超える程度になりました。それが１２月に

なりますと１，８００万ほど収入ができる。今度の歳入については少し厳しく歳入

を見積もっておりますので、そこまで高くなっておりませんけれども、最近の事例

ではそのような数値が出てきておりますので、１，８００万ほどぐらいまで上がれ

るんじゃないかと考えております。その中で診療報酬２医療機関に払うのが１，１

００万程度、差額が残りますけども、その分については今薬剤の購入に消えている

という状況であります。今、現場としましてはできるだけ薬剤購入費までは賄える

ように患者数の確保を図っていきたいというふうに考えております。赤字になった

場合にですね、今後、それが続く場合に診療が困難になるんじゃないか、そのあと

運営をどうするのかということにつきましては検討をして、またそこには一般会計

からの繰り入れというようなことも考えないといけないかも知れませんけれども、

そこについては政策的なもの、また時期的を含めて政治判断も必要ではないかと考

えているところでございます。 

山田勝委員 

私はね、今やってることがね、悪いとは言わないんですよ。今、やってることが

悪いとは言わない。仕方ない状況の中でね、今、苦渋の選択でやっているわけです

よ。過去においていろんなお医者さんが来られてですね、１年間に５千万くらい上

げられておったお医者さんもありましたよ。５千万くらい上げておったお医者さん

もありましたよ。だから、お医者さんが変わればね、収入も上がるし、下がるし。

でも現実の問題としてね、ものすごく区も合併せないかんような地区でですよ、こ

れ以上の患者をふやそうなんていうのはね、なかなか難しいですよ。そういう中で、

私が言うのはそういう健康バスというのも考えながらですね、むしろそちらのほう

が市民の健康を守ることになるのじゃないかなという気持ちがするので、前向きに

私はね、改革実施案を皆さんに今こうして呼びかけているところです。ですから、

そういう意味でもね、ぜひ検討して欲しいな。徳州会がね、鹿児島市内でやってる

んですよ、健康バスというのを。鹿児島市内の病院はね、何カ所の病院で健康バス
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というのを持ってるんですよね。自主的に患者でつくってるんですよね。だから乗

合タクシーとか、そういうのは関係ないんですね。自分たちでつくってる。法の目

をくぐり抜けるのかどうかわからんけど関係ないんですね。自分たちでつくって自

分たちで病院に行く、何件かの病院で。そういうこともね、考えていいよって、せ

っかくのことだからと私は言うんです。経費も安くで済むことですし、安心して医

療を受けられるから。検討してよ。以上。 

佐潟健康増進課長 

前向きに検討してまいりたいと思います。以上です。 

池田国保係長 

先ほどの山田委員の人工透析の送迎の件についてお答えいたします。この送迎に

ついてはですね、病院のサービスで実施をしているということでですね、病院の全

額負担で患者の負担はないということです。以上です。 

山田勝委員 

それは結局ですね、医師、なにか法には触れないんですか。病院がサービスです

る分については別に触れないということですね。 

池田国保係長 

正式に私も調べたわけではないんですけれども、触れないというふうに理解をし

ております。以上です。 

山田勝委員 

それならね、そんなら病院でね、バスを出して、患者を拾って回ることも非常に

病院側としてはね、いいことですよね。そのほかの病院も。いいですよ、別にそれ

だけで。これをね、言ったって始まらんことで、ただ、いい勉強をしたということ

だけです。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３１号について、審査を一時中止いたします。 

 

（生きがい対策課入室） 

○［議案第３４号 平成２５年度阿久根市介護保険特別会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

次に、議案第３４号を議題とし審査に入ります。課長の説明を求めます。 

佐潟健康増進課長 

次に、議案第３４号平成２５年度阿久根市介護保険特別会計予算の主なものにつ

いて御説明いたします。 

特別会計予算書の８９ページ、事業勘定の歳出から説明いたします。第１款総務

費１項１目一般管理費４，９７８万１千円は、介護保険運営協議会委員１２人の報

酬と職員６人分の給料等や介護保険専門指導嘱託員４人の人件費等が主なものであ

り、２項１目賦課徴収費６０万５千円は、介護保険料の賦課徴収に係わる事務経費

です。次は９０ページをお願いします。３項１目認定調査等費１，３０４万円は、

主治医意見書手数料や介護認定申請に伴う訪問調査業務の委託料が主なもので、２

目認定審査事務負担金２，０９８万１千円は、認定審査会に係る北薩広域行政事務

組合への事務費負担金です。次に、第２款保険給付費は、平成２４年度から平成２

６年度に係る第５期高齢者保健福祉計画で算出した給付見込額をもとに認定者の推

移や給付件数の伸びなどを勘案し計上したものであります。第１項介護サービス等
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諸費２２億１，７５０万４千円は、要介護の認定を受けた被保険者に対する居宅又

は施設での介護サービス給付費用で、その内訳は第１目居宅介護サービス給付費７

億７，７７０万円は、訪問介護サービスや訪問入浴介護等などの年間給付見込額を

計上いたしました。次は９１ページです。第３目地域密着型介護サービス給付費３

億８，８７０万円は、地域の特徴や実情に対応した認知症対応型共同生活介護と小

規模多機能型居宅介護等の年間給付見込額を計上したもので、小規模多機能型居宅

介護事業所１件の新設分に係る利用増加見込みなども勘案したものです。第５目施

設介護サービス給付費９億４，１００万円は、介護老人福祉施設や介護老人保健施

設等の入所者に係る年間給付見込額を計上したもので、利用増加見込なども勘案し

て計上したものです。第８目居宅介護住宅改修費１，２００万円は、在宅の要介護

者が手すりや段差解消のために行う住宅改修の年間給付見込額を計上したもので、

９目居宅介護サービス計画給付費９，４００万円は、ケアプラン作成に係る経費で

あり、年間給付見込額を計上いたしました。次は９２ページです。第２項介護予防

サービス等諸費１億１，５９０万３千円は、要支援と認定された被保険者に対する

介護予防サービス給付費用で、その内訳は第１目介護予防サービス給付費９，３０

０万円は、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリなどの年間給付見込額を計上

いたしました。第３目地域密着型介護予防サービス給付費４５０万円は、介護予防

認知症対応型共同生活介護などの年間給付見込額を計上いたしました。第７目介護

予防サービス計画給付費１，１００万円は、要支援者のケアプラン作成に係る経費

の年間給付見込額を計上いたしました。次は９３ページをお願いします。第４項高

額介護サービス等費５，８００万円は、利用者の負担が一定額を超えた場合に、そ

の超えた額を給付する経費であり、年間給付見込額を計上したものです。第７項特

定入所者介護サービス等費８，７３０万２千円は、居住費・食費の負担が過重とな

らないよう低所得者の負担の軽減を図るため給付する経費であり、年間給付見込額

を計上いたしました。次は９４ページです。第５款地域支援事業は、介護認定を受

けていない方々を対象に介護予防教室や訪問指導を行う費用であり、第１項１目介

護予防特定高齢者施策事業費６４６万１千円は、運動器の機能向上教室や栄養改善

教室などで支援を行う委託料と訪問指導嘱託員１名の報酬が主なものです。２目介

護予防一般高齢者施策事業費２８６万４千円は、介護予防に関する知識の普及啓発

のための講演会、相談会の開催、運動教室等の実施費用や高齢者の健康づくりや社

会参加活動に対して、地域商品券等に交付できるポイントを付与し、健康維持や介

護予防への取り組みを促進する高齢者元気度アップ事業の経費を計上しております。

第２項１目介護予防ケアマネジメント事業費１，０２５万５千円は、介護予防のた

めの支援を行う地域包括支援センター専門指導嘱託員３名の人件費と主任介護支援

専門員の出向負担金であります。次は９５ページです。第５目任意事業費２，８５

５万５千円は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活が続けられるよう行う事業

が主なものであり、生きがい対策課が実施する紙おむつ支給事業に係る需用費や高

齢者世話付住宅生活援助員派遣事業及び「食」の自立支援事業の委託料と在宅寝た

きり者介護手当の扶助費が主なものです。次は９６ページです。第８款諸支出金１

項１目第１号被保険者還付加算金２０万円は、介護保険料に係る過納金還付であり、

２目償還金１千円は国庫負担金等の精算返納金を計上したものです。 

以上で歳出を終わり、次に歳入について御説明いたします。８５ページをお開き

ください。第１款保険料１項１目第１号被保険者保険料３億４，４９２万３千円は、

６５歳以上の被保険者の所得段階別に算出した年間保険料を各区分ごとに見込み計

上したものであります。第３款国庫支出金１項１目介護給付費負担金４億３，９３
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６万２千円は、歳出の第２款保険給付費に対して、国の算定方式により居宅給付費

は２０％分、施設等給付費は１５％分の交付見込額を計上したものです。第２項国

庫補助金１目調整交付金２億４，８０１万１千円につきましても、国の算定方式に

よる交付見込額を計上したものです。次に８６ページです。第４款支払基金交付金

１項１目介護給付費交付金７億２，１５２万円は、保険給付費に対する２９％分の

交付見込額であります。第５款県支出金１項１目介護給付費負担金３億６，９２３

万７千円は、保険給付費に対して居宅給付費は１２．５％分、施設等給付費は１７．

５％分の算定方式による交付見込額であります。３項県補助金９４５万３千円は、

地域支援事業に係る県の交付金であり、第３目の高齢者元気度アップポイント事業

補助金３７万５千円は県の単独補助金であります。次は８７ページです。第７款繰

入金１項１目介護給付費繰入金３億１，１００万円は、保険給付費に対して１２．

５％の市の負担分について繰り入れるもので、４目その他一般会計繰入金８，２１

０万８千円については、職員給与費と事務費に係る費用分を繰り入れるものです。

第２項１目介護保険基金繰入金７，１５８万３千円は、介護保険基金からの繰り入

れであります。 

以上で事業勘定を終わり、次に、介護サービス事業勘定について御説明いたしま

す。予算書の１００ページをお開きください。介護サービス事業勘定は地域包括支

援センターの運営に係る経費であり、介護予防の観点から保健・介護・福祉の３分

野の専門職が連携し、高齢者の皆様のさまざまな相談や支援、介護予防のケアプラ

ン作成などを行うものであります。第１款総務費１項１目一般管理費１，３５１万

１千円は、地域包括支援センター専門指導嘱託員５人分の報酬及び主任介護支援専

門員を社会福祉法人から受け入れるための出向に係る負担金の３割分が主なもので

あります。第２款介護予防サービス事業費１項１目介護予防給付事業費１２６万７

千円は、要支援者に係る予防ケアプラン作成業務の委託料が主なものであります。 

以上で歳出を終わり、次に歳入について御説明いたします。９９ページです。第

１款介護サービス収入１項１目介護予防サービス計画費収入１，０５７万１千円は、

要支援者の予防ケアプラン作成に係る収入見込額を計上したものです。第３款繰入

金１項１目一般会計繰入金４２５万９千円は、事務費繰入金として一般会計から繰

入れるものであります。以上で説明を終わりますが、答弁につきましては私のほか

補佐、各係長で行わせていただきます。よろしくお願いいたします。 

堂之下生きがい対策課長 

それでは、生きがい対策課所管分について補足して御説明申し上げます。９４ペ

ージをごらんください。５款１項２目介護予防一般高齢者施策事業費８節報償費、

元気度アップ事業商品券７５万円でありますが、これは県の補助事業を活用して実

施するもので、高齢者が健康づくりや社会参加活動をした場合にポイントを付けて、

たまったポイントの数に応じて地域商品券と交換するもので、高齢者の介護予防へ

の取り組みを推進するとともに、あわせて地域経済の活性化を図ろうとするもので

あります。本事業を取り組むにあたり、ポイントを付与する活動をどうするかとい

う点が課題でありましたけれども、２５年度においてはモデル的にさわやかクラブ

会員を対象に実施していく予定であります。老人クラブでは健康づくり活動、友愛

活動、社会奉仕活動を活動の３本柱としていることから、本事業の目的とも合致し、

あわせてさわやかクラブの活動の活性化及び会員拡大にも効果が見込まれるのでは

ないかと考えているところであります。１時間の活動で１ポイント１００円、年間

５０ポイント、５千円を上限として商品券と交換する予定でおります。１１節需用

費の印刷製本費２６万３千円は、そのポイントを管理するスタンプ手帳の印刷代と
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して計上いたしました。次に、９５ページをごらんください。５款２項包括的支援

事業・任意事業５目任意事業費１１節需用費５１３万１千円のうち、４６８万円が

紙おむつ支給事業にかかる紙おむつ代であります。紙おむつの支給については、こ

れまで現物を２カ月に１回自宅に配達しておりましたが、これを２５年度からは利

用券方式に改める予定であります。これまではおむつの種類を限定しておりました

けれども、利用券方式により、利用される方のニーズにあった物を購入できるよう

になると考えております。また、これまでは介護認定を受けた方に限定しておりま

したが、介護認定を受けなくてもおむつを常時必要としていると認められる方にも

支給できるように要綱の改正を行ったところであります。さらに、これまでは申請

の段階で決定したものを継続的に支給しておりましたが、現況届を兼ねて年１回申

請をしていただくことで、真に必要な方に利用していただける制度にしていきたい

と考えております。次に、１３節委託料高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業に

ついては２６８万２千円、「食」の自立支援事業については１，２８１万８千円を

計上いたしております。高齢者世話付き住宅生活援助員派遣事業については、寺山

住宅のシルバーハウジングに入居している方に対して生活指導や緊急時の対応をす

る生活援助員を派遣するもので、生活援助員は管理棟に常駐しています。「食」の

自立支援事業については、配食サービスの部分について介護保険事業の対象となる

もので、給食を配達する際に利用者の安否確認を行っております。次に、２０節扶

助費在宅寝たきり者介護手当とあるのは、高齢者介護手当であり、在宅で寝たきり

や重度の認知症高齢者を介護している方に対して高齢者一人につき年額７万２千円

を支給するもので、７５人分を見込んでおります。以上で説明を終わりますが、よ

ろしくお願いいたします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。 

午前中の審査を一時中止し、休憩します。 

午後はおおむね午後１時から再開いたします。 

 

（休 憩 １２：０５ ～ １３：００） 

 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

これより質疑に入ります。 

出口徹裕委員 

９５ページの５款２項５目１節の先ほどあった紙おむつの件なんですけれども、

もう１回詳しくですね、どういった形で例えば申請をして、どのような方がこうい

う対象になるのかというのをもうちょっと詳しく教えてもらっていいですか。どこ

が例えば窓口とかですね。 

堂之下生きがい対策課長 

それでは紙おむつの支給についてお答えいたします。窓口は生きがい対策課の高

齢者対策係になります。そこで必要な方は申請をしていただくことになりますけれ

ども、在宅でいらっしゃって常時紙おむつが必要である方を対象とするということ

になります。これまでは介護認定の３以上とか、要介護認定、認知症の方と介護認

定が２以上とかということがあったんですけれども、やはりいろんな事例がありま

して、介護認定は受けていないけれども、やはり紙おむつは必要なんだという方が

いて、どうしても対象にならなかったという部分もあったものですから、その辺の
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見直しを今回行ったということです。それから、これまでは４種類に限って現物を

支給していたわけなんですけれども、それぞれの利用者にあった形で自分で購入し

ていただくための利用券方式にしようというふうに考えております。年間４万８千

円分の利用券を発行して、それで市内の協力店で購入をしていただくという形にし

たいと考えております。 

出口徹裕委員 

新しい取り組みで困っていらっしゃる方には非常に、やはり在宅、家でですね、

面倒見られていて何も今までなかったという意味からいいんですけれども。また、

これが知っている人、知らない人というのの差が出てくるのかなという気がするん

ですけれども。例えば、介護保険に受けられない場合はですよ、逆にその情報を知

るというのがなかなか難しいのかなと。例えば、紙おむつをしてて、家で面倒を見

れる範囲であるから、もともとそういう認定を受けるまだ手前だけれども紙おむつ

は必要だというふうになってた場合、聞きに行くことすら最初からないわけですよ

ね。ということは最初の広報といいますか、それ自体をどのようにしてやって広め

ていくつもりなのかを教えてください。 

堂之下生きがい対策課長 

当然広報とかでもお知らせいたしますし、あるいはいろんなケアマネージャーの

方々にもお知らせいたします。それでまた民生委員さんたちも研修会を通じてお知

らせをしていく予定でおりますので、そういった形で身近な方が伝えていただけれ

ばありがたいというふうに思っております。 

出口徹裕委員 

そういった場合、民生委員さんもですけども、各区長さんにもしっかりとそこら

を言っていただいて、区長さんもある程度は把握はしてらっしゃって、困っている

ことがあれば相談にも来られますし、私なんかでも相談、聞けばですね、こういう

制度がありますよというのはしますけど、なるべく広い形でですね、やっていただ

ければやっぱり在宅でできる方もなかなか大変ですけれども、できる方はやはり少

しでもそういう負担が減ればですね、そういうことも考えてくださるとは思うので

ですね、ぜひ広い範囲で広報していただきたいと思います。これは要望です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

中面幸人委員 

９４ページの５款１項２目８節、元気度アップ事業商品券でございますが、まず

これ７５万ですけど、金額についてはこれがいわば精一杯だったんですか。 

堂之下生きがい対策課長 

一応やってみないとわからないというところもありますし、薩摩川内市が先にや

っている部分がありまして、それを参考にしますとそんなにたくさんの金額が出て

なかったものですから、一応これくらいで初年度やってみようかなというところで

７５万円でございます。 

中面幸人委員 

これから高齢化社会を迎えるわけでですね、本当、やっぱり医療費なんかのです

ね、やっぱり医療費なんかを下げるにも、やっぱり高齢化しているみんながですね、

元気でやっぱり生活できるようにというのが一番だと思うのでですね、今回、これ

についてはさわやかクラブにということでございましたけれども、確かに今、各集

落もですね、昔の老人クラブですね、今はさわやかクラブですけど、やっぱりこれ

をはずれるという集落がやっぱりふえてるんですけれども、でもやっぱり市のほう



- 85 - 

には登録していなくても、各単位集落でぴしゃっとした組織はしてあるところはあ

るんですよね。そういうところはやっぱりいろいろ検討すべきじゃないかと。例え

ば、さわやかクラブに一本しとけばいろいろな事務的なことも簡単かもしれんです

けど、せっかくですからですね、やっぱりそういう各集落で、いろいろ市のほうに

いわば入ればいろんな出方が多かったりとかということでやめられる集落もあるん

ですよね。でも、確かにしっかりとして単位集落で組織はしているところもありま

すので、そういうところはやっぱり対象にすべきじゃないかなと私は思うところな

んですが、その辺あたりはどういうふうにお考えでしょうか。そういう集落につい

てはですね。 

堂之下生きがい対策課長 

先ほど申し上げましたように、この元気度アップ事業のポイントをつけるにあた

りまして、どこで確認するかというところがやっぱり問題かなと思ってます。それ

でいえば今回はさわやかクラブに限ってというか、さわやかクラブの会員であって

その確認ができればポイントをつけましょうということでしたところです。この事

業につきましては一般高齢者、市民全員で取り組むべきことだというふうに思って

いますので、将来的にはそういう形にしていきたいと。今年度、一応さわやかクラ

ブでやってみて、どういうふうにポイントがつけられるのかというところですね、

実験的にやってみて将来的には広く一般の高齢者の方々全員が対象となるようにし

ていきたいというふうに考えております。 

中面幸人委員 

市のさわやかクラブのほうもですね、できるだけ各集落に加入をしてくれるよう

に、そういうふうなお願いをされておりますけれども、なかなかそういう集落もあ

るもんですから、ぜひですね、やっぱり広めてですね、していって欲しいと思いま

すので、その辺あたりも検討していただいてよろしくお願いいたします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

竹原恵美委員 

今の元気度アップ事業商品券なんですけれども、これは新規という言葉を聞きま

せんけど、これ全くの新規でしょうか。そして、歳入のほうでの県単独事業として

の紹介で３７万５千円を、ページ、８６ページで紹介ありましたけれども、このお

金のやりとりというか、阿久根市で行った事業であって、県の補助金を使ったとい

うふうに理解していいんでしょうか。 

佐潟健康増進課長 

竹原委員にお答えいたします。今回、元気度アップ事業ということで、これにつ

きまして説明のときに新規事業という説明が抜けましたこと、申しわけございませ

ん。これにつきましては平成２５年度から新たな取り組みということで御理解して

いただきたいと思います。県の単独事業の部分の歳入の部分ですね、御説明いたし

ましたけれども、実はこの商品券の部分については県の単独での補助、ただこの事

業をするにあたって附帯するいろいろな消耗品であるとか、いろいろ出てくるわけ

なんですけれども、そういった部分については地域支援事業としての国、県、それ

から市の分の補助対象ということになっております。以上です。 

竹原恵美委員 

県単独という意味なんですけれども、この事業自体、川内もしてあるということ

ですが、国が押し進めた手法であってこれが起こってるんですか。 
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佐潟健康増進課長 

この高齢者の元気度アップポイント事業ということにつきましては、本年度２４

年度、県のほうとしては強力的にボランティアポイント制度いう形で事業を強力に

押し進めているところでありまして、阿久根市としましても２４年度、予算的には

つけてない事業なんですけれども、それの準備の形で事業準備はいたしておりまし

て、また、あと、委員のほうから国がとおっしゃいましたけれども、国のほうとし

ましても３年ほど前からこのポイント制度というのが横浜市とか、そういったとこ

ろで事業実施されてて、結構、介護の保険料の支払いはするんだけど、元気な方は

その保険料の払った分について使えてないと、そういうことであれば介護の払った

分だけででも元気なときにボランティアをしてポイントをためて、そのポイントに

ついて商品券に交換して恩恵を受けよう、そういうのが趣旨であります。結果的に

は相互扶助ということでのシステムになっているようでございます。以上です。 

竹原恵美委員 

今、２５年度から始まるということで、さわやかクラブという場所ではあるけれ

ども、運用の方法、最後ポイントをつけることはわかりましたけれども、それをど

ういうふうに集計して、年末、年度末なりに払っていくという一連のこと、運用を

教えてください。 

堂之下生きがい対策課長 

これにつきましては生きがい対策課でやっていきたいと思っております。生きが

い対策課の嘱託員で老人福祉センターのほうに常駐しております嘱託員がおります。

そこが老人クラブの事務局も兼ねておりますので、さわやかクラブで主催する行事

への参加、奉仕活動への参加、あるいは単位老人クラブでされる奉仕活動への参加、

そういったことの報告を受けたところで手帳にスタンプを、基本的には１時間１ポ

イントということで押していきます。また、健康診断にも行かれたときにはまたそ

れにポイントをつけるという形でやっていきたいと思ってます。やはり交換できる

部分について１０ポイントたまった段階で千円になりますので、その辺を最小の単

位として交換はしたいと思っております。最大５千円が上限ということでやってい

く予定であります。ポイントの管理についてはさわやかクラブの事務局で２５年度

はやっていきたいというふうに考えております。 

竹原恵美委員 

それではその効果、結果として効果はどのように阿久根市ははかる手法を持って

るんですか。 

堂之下生きがい対策課長 

そういった健康につながるような活動をしていただければ、当然、医療機関にか

かる回数も少なくなると思いますし、そこはまた経年で追っていかないとわからな

い部分もあるかと思いますけれども、いろんな形で社会参加してくださるというこ

とで元気になっていただけるものというふうに考えております。ひいてはさわやか

クラブの会員の拡大にもなっていくのではないかというふうに思っております。高

齢者だからといって支えられる側ではなくて、自分たちがまちを支えてるんだとい

う意識を持っていただければ、それが一番いい効果ではないかと考えます。 

竹原恵美委員 

先ほどの東京だか、どこだかで結果が出ているという表現があったので、同じよ

うな方法をなぞらえて結果評価をするのかなと思ったんですが、そういう方法は使

わないんでしょうか。 

佐潟健康増進課長 
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竹原委員にお答えいたします。横浜の方での事例をですね、県の説明会のときに

紹介がありましたけれども、あと、薩摩川内市のほうの事例もですね、薩摩川内市

のほうから紹介がありまして、そういう事業の実施に伴って費用対効果ということ

で評価になりますけれども、介護認定者が減るとか、あと、医療費が抑制されると

か、そういうことを想定されるんですが、実際的に総体額として落ちるかとかいう

形にはならないかと思います。要はそれだけ元気な高齢者の方々が継続してこうい

う事業に参加できる。それでもってこういう元気なうちにボランティアをやってポ

イントに変えて商品券になっていくということでありますので、具体的な医療費の

抑制であるとか、介護認定者の減という部分についての数値というのが横浜市の部

分であったり、薩摩川内市の報告の中ででもちょっとそこら辺では出てはいません

でした。以上です。 

竹原恵美委員 

要望なんですけれども、なかなかこの事業やって、お金は出しました、準備しま

した、いえばやったやったで終わってしまいます。結果が恐らくいいであろうとい

うことではなくて、表せるものでぜひ評価をしていただきたいと思います。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

出口徹裕委員 

今の関連なんですけれども、認識的にですね、課長が最初にですね、お金の話を

するから一つはいけないんですよ。これを納めてるからその分を返ってくるという

ようなことを言うから。もともとのこの事業自体は昨年からありますね。確か県の

ほうで、昨年の４月か、ちょっと遅いぐらいに採択された事業だったと思いますけ

ど。いえば健康であっても家に、要は引きこもってる方とかですよ、そういう方に

なるべく率先して出てきてもらってというような事業だったと僕の中では思うんで

すよね。だからいつも予算になってしまって、そのお金はという話をされますけど、

そういう面でばっかり言われると今みたいになるんです。だから、少しでも今まで

健康でも引きこもってた人が、例えばそれでも仕事としてはできないけれども、出

てきてもらって健康維持に努めようと、１日に何歩でもいいから歩いてもらおうと、

そういうことですよね。だから、そこらの説明をですね、やはりしないと、ただ単

純にお金を払ってた分を返してもらうとか、そういう話じゃなくて、やはり健康づ

くり、地域のボランティアに率先して、言葉といえばあれですけど、出てきてもら

えば商品券になる、お金になるというから率先して出てきてもらって、それが健康

づくりに、目に見えるかどうかわからないけれどもという事業だと私は思ってるん

ですけど、間違いないですよね、そういう感じで。 

佐潟健康増進課長 

まさしくそのとおりでありまして、私のほうが御説明した部分につきましては、

どうしてもこの予算的な流れの中での話をさせていただきました。事業の趣旨、本

来の実施される生きがい対策課長のほうが説明したとおり、そういうボランティア

的なところ、高齢者の方が外に出る、そういった部分が県のほうでも目的として事

業展開をしています。御了解ください。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

山田勝委員 

生きがい対策課長もきてらっしゃるのでね、社会福祉法人の監査を阿久根市がや
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るということだったけどね、例えば、今回、議案第２０号、２１号ですか、あれで

条例をつくりました。それからね、それの小規模多機能のＮＰＯ法人のやつとかで

すね、社会福祉法人でない介護保険の適用を受けてるところはどこが担当するんで

すか。 

佐潟健康増進課長 

山田議員にお答えいたします。社会福祉法人でない事業所の監査につきましては

県がこれまでどおり監査をすることになります。 

山田勝委員 

仕事は同じようなことをしとってもＮＰＯ法人でつくったところ、あるいは社会

福祉法人でつくったところありますよね。そういうところは同じ介護保険からお金

を使っているのにかかわらず、社会福祉法人以外の事業所について県が今までどお

りやると。そういうことであればそれで了解するけど、おかしいなと思ってでした。 

佐潟健康増進課長 

山田議員に補足して御説明いたしますが、社会福祉法人の法人本部の監査の部分

が今回阿久根市におりてくるという話でありまして、事業の指導、小規模多機能で

あるとか、グループホームであるとか、そういった部分の事業に関する実施指導は

これまでどおり阿久根市のほうでいたします。ただ、社会福祉法人の本部運営に関

する監査が今回おりてくるということになっております。ですから、例えばＮＰＯ

法人なんかの事業の指導は健康増進課のほうでしますけれども、法人の本部の監査

というのは県がするということで御理解していただきたいと思います。 

山田勝委員 

いや、それでわかったけど、そんなら例えば社会福祉法人でね、社会福祉法人で

も同じように介護保険の仕事をしているじゃないですか。そういうところの仕事の

監査は、指導、監査は阿久根市がしてるんですか。 

堂之下生きがい対策課長 

今回の権限移譲に関しましては、社会福祉法人についての監査でありまして、そ

ういった施設の監査につきましては今までどおり県のほうが行うことになっており

ます。社会福祉法の部分で権限移譲があったということで、そういった施設監査に

ついては今までどおり県が行うことになっております。 

山田勝委員 

これ以上ね、詰めて話をすると長くなるからしないけどね、だからその付近がね、

本業の、本体の部分については阿久根市がやりますよと、事業の内容については県

がやりますよということでしょう。だから、本業の部分、事業の内容の部分という

のはどういうふうな区分けがされるんですか。 

堂之下生きがい対策課長 

今回の権限移譲に関しましては、そういった社会福祉法人の許認可のことも含め

てですね、定款の変更とか、あと法人の財務状況について、あるいは理事会の状況

についてとか、そういったことについて市のほうにおりてくるということでありま

して、例えば社会福祉法人が保育所を持っていて、保育所の運営に関しては施設監

査ということで県のほうが行うということでなっております。 

山田勝委員 

それは同じように、今、あなたが言われた法人のですね、内容について、定款の

変更とか、事業内容とかという本款の部分についてはするけれども、現実の事業を

してるじゃないですか。事業をしている、その事業が適切に行われているのか、施

設が適切に行われているかというようなことについては阿久根市がやったり、県が
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やったり、今までと変わらないということですか。今までと変わらないというのは

ですね、例えば、ほんなら保育園についてですよ、保育園についてはほとんど県が

やるわけでしょう、指導監査については、保育園なんかは。児童福祉施設とかはど

こがするんですか。 

堂之下生きがい対策課長 

施設の部分については、県が今までどおりやることになります。施設の設置基準

にあっているかどうかとか、きちんとマニュアルができているかとか、給食がどう

だという部分については県がやるということで、私たちのほうとしては財務の諸表

であったりとか、理事会の運営のあり方であったりとか、そういうところで指導監

査を行うということになっております。 

山田勝委員 

なら、極端に言ったらね、極端に言いましょう。あそこの施設ではね、いいごち

そうを食べさせているというけど食べさせていないんだとか、虐待が行われている

とか、あそこはこういう問題があるんだけど伏せられているとかというのはどこが

するの、チェックは。ないとは思うけど。 

堂之下生きがい対策課長 

それぞれの事例によってちょっと違うかもしれませんけど、ただその施設の運営

に関することであれば県がするということになりますし、また、それが法人全体に

かかわる問題であればそこはまた市のほうでかかわっていくことになるかと思いま

す。そこはまた県と協議をしながら進めていくことになると思っております。 

山田勝委員 

もういいです。もうね、あとは事例に基づいて話をしていかないとわからないの

で、きょうはこれでいい。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

竹原恵美委員 

先ほどの少し、結果と言いましたけれども、さっき商品券の話だったんですけれ

ども、結果という表れ方なんですが、それが満足度であったり、何かの切り口であ

ったりなんですが、例えばＰＤＣＡサイクルで切り方を、切り込み方、評価の仕方

を設定して追求していくという方法を要望したのであって、感触的にいいですよと

いうものではない。それが数として病院費がどうのっている数としての目的設定す

るのか、それとも高齢者の方の満足度、参加者の満足度が高い、そして参加数が上

がっている、そのような数でもいいんです。切り方で結果を表すような形をくださ

い。ＰＤＣＡサイクルなんかもありますから、そういう形で実行者に対して要求す

るなどの切り方を手法も使って表してくださいという要望なんですね。オーケーで

すか。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

いいですか、要望で。 

［竹原恵美委員「はい」と呼ぶ］ 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３４号について、審査を一時中止いたします。 

（生きがい対策課退室） 
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○［議案第３５号 平成２５年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

次に、議案第３５号を議題とし審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

佐潟健康増進課長 

それでは、議案第３５号平成２５年度阿久根市後期高齢者医療特別会計予算につ

いて御説明いたします。特別会計予算書の１１９ページ、歳出から説明いたします。

第１款総務費１項１目一般管理費４４万１千円は、後期高齢者医療に係る事務経費

であり、２項１目徴収費５１万８千円は、後期高齢者医療保険料の徴収に係る経費

であります。第２款後期高齢者医療広域連合納付金２億９，７２６万４千円は、後

期高齢者の保険料として徴収し納付する分と、低所得者に対する保険料軽減措置分

の保険基盤安定分担金などであります。この分担金は、県が４分の３、市が４分の

１の負担割合で納付するものであります。 

次に歳入について御説明いたします。１１７ページをお開きください。第１款保

険料１項１目後期高齢者医療保険料１億７，００２万円は、それぞれの区分ごとに

見込額を計上いたしました。第３款繰入金１項２目保険基盤安定繰入金１億２，７

２２万４千円は、保険料軽減分として県が４分の３、市が４分の１の負担でありま

す。なお、県の負担分は一たん一般会計の歳入に計上することから、市の負担分と

合計した見込額を計上いたしました。以上で説明を終わりますが、答弁につきまし

ては私のほか、補佐、各係長で行わせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３５号について、審査を一時中止いたします。 

（健康増進課退出、市民環境課入室） 

 

○［議案第３０号 平成２５年度阿久根市一般会計予算］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

次に、議案第３０号を議題とし、市民環境課所管の事項について審査に入ります。

課長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭

にお願いします。 

松永市民環境課長 

去る３月８日の本会議において、予算特別委員会付託となりました議案第３０号

平成２５年度阿久根市一般会計予算における市民環境課、三笠支所、大川出張所所

管分の主なものについて御説明いたします。 

初めに歳出から御説明いたします。予算書の４２ページをお開きください。２款

１項１５目諸費１０万５千円は、自衛官募集事務に係るもので、９節５千円は自衛

官募集事務担当者会の出席分であります。１１節需用費１０万円は、平成２５年度

自衛官募集に係る重点市町村として指定されており、募集活動広報用として懸垂幕

等の作成費を計上いたしました。本年度も引き続き自衛隊鹿児島地方協力本部薩摩

川内出張所募集相談員と連携を図り、募集広報活動に協力してまいりたいと考えて

おります。次に４６ページをお開きください。下の欄、２款３項１目戸籍住民基本

台帳費の本年度予算額は４，２５６万８千円であり、前年比２０万１千円の増額で

あります。以下、各節ごとに主なものを説明いたします。１節報酬費から４節共済
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費は、職員５名分の人件費と嘱託職員２名分の人件費であります。次のページ９節

支所分を含む旅費を飛ばしまして、１１節需用費１１８万７千円は、住民基本台帳

関係実例追録代ほか、各種証明書用紙購入費等であります。１２節、１３節、１４

節を飛ばしまして１９節負担金補助及び交付金の１５万３千円は、人権擁護委員協

議会及び川内支局管内戸籍事務協議会負担金であります。次に、５５ページをお開

きください。３款１項４目国民年金費であります。本年度予算額は１，４１６万８

千円であり、前年比１２２万２千円の減額であります。減額の主なものは、人事異

動に伴う給料と手当の減額によるものです。２節給料から４節共済費は、職員２名

分の人件費であります。９節旅費から１２節役務費までの合計２７万８千円が事務

経費であります。次に、６４ページをお願いいたします。４款１項保健衛生費４目

環境衛生費であります。本年度予算額は４，７７８万３千円で前年比５５９万３千

円の増額であります。増額の主なものは、浄化槽設置整備事業費の増によるものと、

２５年度においてごみ減量化への取り組みとしてダンボールコンポスト普及実証事

業を行うための増額であります。１節報酬１８３万４千円は、環境審議会委員１４

人分の委員報酬と、不法投棄等指導・監視嘱託員１名の報酬であります。４節共済

費、７節賃金は、嘱託職員と臨時職員の人件費であります。臨時職員１名につきま

しては、国の重点分野雇用創造事業を活用して不法投棄パトロール、不法投棄廃棄

物の収集等を主とした業務を充実させることとしております。９節旅費を飛ばしま

して、１１節需用費にダンボールコンポスト普及実証事業として、ダンボール及び

資材５００世帯分１３０万円を計上いたしました。この取り組みは、家庭から出る

生ごみを容易に減少し、堆肥化させることができるもので、市内の自治会単位並び

に団体に広報等により募集をかけて、参加自治会にきちんとした取り扱いの説明会

を行ったうえで実証していただき、ごみの減量実績結果を記録してもらい、ごみ減

量化につなげていきたいと考えているところであります。次に、１２節役務費５０

万７千円は、６共同水道において実施する５０項目の水質検査料３１万５千円が主

なものであります。１３節委託料２６万５千円は、潮見ヶ丘墓地の浄化槽管理業務

と清掃業務委託料及び折口墓地立木伐採委託で以下説明欄のとおりであります。１

４節使用料及び賃借料１０６万円は海岸漂着物回収のための重機借り上げ料が主な

ものであります。１６節を飛ばしまして、１９節負担金補助及び交付金４，０４３

万４千円は、小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金として５人槽９０基、７人槽

２０基、１０人槽２基の計１１２基と単独浄化槽の撤去１０基分、計１２２基分が

主なものであります。前年度当初より５人槽を１０基分増額しました。また、共同

水道施設の緊急不測の災害等に備えて予算措置をいたしました。次に、５目公害対

策費１１１万３千円の主なものは、１３節委託料１０９万８千円で、新しく２河川、

２ケ所ふやしまして、市内の１９河川、２５カ所を５項目の水質検査業務委託と県

の事務権限移譲に伴う自動車騒音常時監視調査業務を実施するものであります。次

に、６６ページをお願いいたします。７目葬斎場管理費は１，７１７万７千円で、

前年比３３万７千円の減額であります。減額の理由としましては、葬斉場施設修繕

料見込みの減によるものであります。１１節需用費１５３万７千円の主なものは、

火葬炉設備修繕のほか、突発的な故障等に対しそのほか補修費として計上しました。

１２節役務費は建物総合共済であり、１３節委託料１，５１５万円は指定管理者に

よる葬斎場の管理業務委託料であります。１５節工事請負費３１万円は洋式トイレ

に切りかえるためのものであります。次に４款２項２目清掃総務費３１３万２千円

であります。９節旅費、１１節需用費を飛ばしまして、１９節負担金補助及び交付

金の３１１万８千円は、循環型社会形成推進助成金として、資源ごみの売り上げの
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一部を各区の衛生自治会に対し均等割額として１区当たり１万円、残りを衛生自治

会戸数割として助成する２８１万８千円と、生ごみ処理器の購入助成として、電動

生ごみ器、生ごみ処理器と水切り容器の３種類３０万円を購入助成するものです。

なお、本年度もあらゆる機会を通じてごみ減量化対策として、積極的に推進してい

きたいと考えているところであります。次に、２目塵芥処理費２億２，１１１万４

千円であります。前年比６５０万１千円の増額でありますが、増額の主なものは、

北薩広域行政事務組合への負担比率の変更に伴うものであります。８節報償費３２

４万円は分別収集の指導立会いなどしていただく環境美化推進員に対する謝金で、

月額２，５００円の１０８人分であります。１１節需用費９３１万７千円は、８種

類の市の指定ごみ袋、約９２万３千枚分の購入費が主なものであります。１２節役

務費を飛ばしまして、１３節委託料６，６９０万１千円は説明欄にありますように、

家庭ごみ収集運搬業務のほか６件の業務委託費であります。次のページになります。

１９節負担金補助及び交付金１億４，１６４万９千円は、北薩広域行政事務組合に

対する負担金であります。内訳としまして、じんかい処理費が１億２，１５０万４

千円で前年度比４．２７％、５１９万４千円の増となり、先の１２月議会において

負担金割合の規約変更議決をいただいたところですが、均等割、人口割、実績割の

負担割合を改正したことによるものであります。なお、実績割合は前年度の処理実

績となっていたものを当初予算に反映させるために、確定している前々年度の処理

実績に改めたところであります。同じく、リサイクル処理費が２，０１４万５千円

で前年度比２．７％５６万円の増額であります。次に、３目し尿処理費５，２２３

万８千円につきましても、北薩広域行政事務組合に対する負担金であります。し尿

処理費は前年度比２７３万３千円の減額となります。主な理由としまして、し尿処

理施設整備事業費が前年度より減額されたものと、起債償還は昨年度終了しており

ますが、交付税措置分は平成２８年度まで続くことにより負担金は減額となります。 

以上で歳出分の説明を終わりますが、次に歳入予算について御説明いたします。

１８ページをお開きください。１８ページです。中ほどの1２款１項３目衛生使用料

予算額１５５万４千円のうち市民環境課所管分は墓地等占用料と葬斎場の使用料１

５４万円が主なもので、市外居住者、市内居住者、その他計３７５件を見込み計上

したものであります。次に１９ページ、下の欄、１２款２項１目総務手数料の３節

戸籍住民基本台帳手数料１，１１４万５千円は、戸籍謄・抄本を初め、印鑑証明及

び住民票等の手数料で本庁分９８２万８千円、三笠支所１１５万１千円、大川出張

所１６万６千円であります。次に、２０ページをお願いいたします。一番上の欄、

３目衛生手数料１，７０９万５千円のうち２節清掃手数料１，６１３万５千円は、

８種類の市の指定ごみ袋９２万２千枚の交付を見込む一般廃棄物処理手数料であり

ます。次に、２１ページをお願いいたします。1３款２項３目衛生費国庫補助金１，

６４１万１千円のうち、市民環境課分は小型合併処理浄化槽設置整備事業費１，３

１８万３千円であります。歳出で説明しましたように５人槽９０基、７人槽２０基、

１０人槽２基と単独浄化槽撤去１０基の計１２２基分に係る３分の１の補助金であ

ります。次に、２２ページをお願いいたします。１３款３項１目総務費委託金２７

万９千円は、自衛官募集事務及び中長期在留者住居地届出等事務費で、外国人登録

事務に係る国からの委託金であります。次に、２目民生費委託金１節社会福祉費委

託金４３０万９千円は、年金等の事務に係る国民年金事務費交付金であります。次

に、２４ページをお願いいたします。２４ページです。１４款２項３目衛生費県補

助金１，２１２万１千円のうち、市民環境課分は説明欄にあります小型合併処理浄

化槽設置と単独浄化槽撤去を含む１２２基分に係る県の補助金１，０８４万２千円
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であります。次に、２５ページをお願いいたします。１４款３項１目総務費委託金

４，０７４万５千円のうち１節総務管理費委託金は、住民基本台帳カード発行事務

に係る事務経費２万１千円が入っております。３節戸籍住民基本台帳費委託金３１

万４千円は、人口動態調査事務費が３万２千円、人権の花運動交付金５万円、旅券

発行事務権限移譲交付金の２３万２千円であります。次に２６ページをお願いいた

します。一番上の欄、３目衛生費委託金５３万８千円は権限移譲交付金で、鹿児島

県ウミガメ保護条例に係るもののほか浄化槽設置等の届出受理、維持管理指導等、

浄化槽法に関する事務の権限移譲交付金が主なものであります。次に３０ページを

お願いいたします。１９款５項４目２０節の雑入のうち、説明欄の一番下の項目で、

資源ごみ有価物売払代４５５万６千円でありますが、これはアルミ・スチール缶及

び段ボール・新聞等のほかトレイ、ペットボトル、計６品目を見込み計上したもの

であります。次に３１ページをお願いいたします。一番下で２０款１項３目衛生債

１，８１０万円でありますが、市民環境課分は１２２基の小型合併処理浄化槽設置

事業補助の財源として、国・県の補助金を除く残額を県の市町村振興資金を活用し、

充当率９０％で１，４３０万円を借り入れるものです。 

次に、三笠支所・大川出張所分について、歳出から御説明いたします。４０ペー

ジをお開きください。２款１項９目支所及び出張所費４２８万４千円のうち三笠支

所分が２１１万９千円、大川出張所分が２１６万５千円であります。内訳としまし

て、１節報酬と４節共済費が嘱託職員としてそれぞれ１名ずつ採用する職員の人件

費です。１１節需用費１４万７千円のうち三笠支所分７万４千円、大川出張所分は

７万３千円で、一般事務用品、灯油代、校区行事への祝い品代です。１２節役務費

１４万２千円は主に電話料であり、三笠支所８万２千円、大川出張所分６万円であ

ります。１８節備品購入費は大川出張所に住宅地図を購入予定にしております。 

次に歳入につきましては、１９ページをお開きください。先ほど説明しましたと

おり一番下の欄、１２款２項１目３節の戸籍住民基本台帳手数料で、三笠支所分１

１５万１千円、大川出張所分１６万６千円であります。以上で平成２５年度一般会

計予算の説明を終わりますが、答弁につきましては、私並びに担当係長より答弁さ

せていただきますのでよろしくお願いいたします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

出口徹裕委員 

６４ページ、４款１項４目１１節ですね、段ボールコンポスト、これだったと思

うんですけれど、それに減らしていこうということで、定着していこうという意味

でだと思うんですが、昨年委員会が開催されて、ごみ減量化のですね。その中でこ

ういう事業をたぶんやってみようということもあったと思うんですけれども、何パ

ーセントぐらい減らそうという目的で取り組んでいかれるのか、そこをちょっと教

えていただきたいんですが。 

松永市民環境課長 

ただいま段ボールコンポストの件について質問がありましたが、お答えをしたい

と思います。この段ボールコンポストの実証事業ということにつきましては、昨年、

ごみ減量推進協議会を立ち上げまして、その中で協議しながら一番身近なことでや

ってみようというのが始まったところなんですが、何パーセント減らそうかという

最終的な全体の目標はですね、まだ決めてはいないところです。全体の事業の中の

排出量の何パーセントをということまでは実際にいってないところです。 

出口徹裕委員 
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聞いた話でいきますと出水なんかはある程度目標を立ててやるような形をとって

いくような、目標自体はある程度決めてやるという話を聞いてはいるんですけれど

も、そうなるとやれただけでいいという意味合いでいるのか。やはり、できること

でやるのは、できる範囲で減らす気持ちでやろうというより、やはり目標を立てて

いかないと、幾らこんなことを、例えば段ボールをやってもできなかったからしょ

うがないよねじゃあやっぱりちょっと困る。それは最終的に処分費にですよ、また

負担割合とかにも、例えば出水が５０％減らしましたと、阿久根はできたひこで、

できなかったらもうそれはしょうがなかったとなれば、その負担も変わってくるわ

けですね。ある程度、やはり１年あったわけですから、何でそこが、これに関連し

てですけど、１年何を話されてたのかなと不思議です。 

松永市民環境課長 

おっしゃられるように、最終的に何パーセント減らそうというのが一番目標だっ

たんですが、いろんな、４回会を開く中で、まず阿久根の実態を検証したり、それ

から２回目、３回目、そして最終的にはいろんな委員から提案はいただきました。

例えばですね、家庭部門から出るのと事業所分に係る部分で分けてやっぱり対策を

練ったほうがいいということも出ました。それから家庭部門でも、特に生ごみの処

理がやっぱり排出量の量に関係する関係で、そういうのも皆さんから出されたわけ

です。最終的に何割という結論まではですね、至らなかったところなんですが、２

５年度において私どもと委員等でというか、地域にですね、入って、とにかく勉強

会、そういうのを開いて、それで皆さんにごみ減量化を訴えていきたいと。そうい

うようなことでですね、大まかになんですけど、一つは家庭から出る部分の生ごみ

の水切りの徹底、それからたい肥化、そういうのとごみの分別とかですね、それら

資源ごみの収集体制、そういうのば改善していこうという案も出てはいたところで

す。それから事業所部分も、事業所に対してやっぱり事業所の協力体制が必要だと

いうことで、そこも踏み込んで２５年度でやっていこうという結論と言いますか、

そういうのになったところがあります。以上です。 

出口徹裕委員 

当初予算の話なので、昨年のことが協議会がどうこうという話を今するところじ

ゃないのかもしれないので、そこはちょっと話をしませんけれども、ある程度はや

はりやっていこうという協議会をつくったわけですから、もうちょっと方向性を。

そのあれとして段ボールコンポストが出てきたというのは理解します。だけど何か

ちょっと残念だなという気がしますよね。というのは最終的には処分場自体にもか

かわってくることで、やっぱりもうちょっと減らすっていう認識をして、ただつく

ってますよ、取り組んでいきましょうよって言うだけ、ただ単なる会で終わっても

ちょっと残念だなという気がするんで、協議会がことしもありますし、その中でで

すね、もうちょっと詰めて、やはりよその関連する自治体ですよね、そことの調整

というか、よそがやったらそれぐらいはできるだろうというぐらいのですね、やは

り気持ちを持ってですね、やっていただきたいなと。手始めに段ボールでするとい

うのは理解はします。この件はいいです。 

次なんですけど、６５ページ、４款１項５目１３節なんですけども、水質検査業

務なんですが。すいません、これは私の認識不足かもしれませんが、結果というの

は毎年どこに出てますか。 

松永市民環境課長 

本来は公表するようになっているところなんですが、申しわけありませんが、ホ

ームページ等に今出してない状況です。ですから、今後はホームページ上にきちっ
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と載せて、どこの河川の検査結果を出すようにしたいというふうに思っております。 

出口徹裕委員 

ですよね。確か年間で出すようになってて、資料としてただ持ってるだけだと、

これ調べてるだけでなんかが問題があったときに、そのあとに川をきれいにしまし

ょうと言っても始まらないわけですよ、こういうのは。せっかく調べてるんであれ

ば、毎年の経年変化をきちんと載せて、だんだん汚れてきてますよねと。例えば河

川によっては基準値を超えているところが、あるかないかは知らないですよ。あれ

ばそこはやっぱり重点的に取り組んでいきましょうねというのを、やはりそこはこ

のいろいろ基準がありますけど、４種類かそんぐらいありますよね。それはやはり

やっていかないと、汚れてしまってからではどうしても取り組みはないわけですよ

ね。最近臭くなってきましたと、だから、そこらはお金払ってやってるんですから、

国であれば、例えば川内川とかだったら月に１回出しますよね。月に１回出さなく

ても年に１回でいいのであれば、やはりちゃんと出していただかないと、ただ調べ

てました、問題が起きてからそういえば何年前から汚れてました、もう手に負えま

せん。それじゃあちょっと困るんじゃないのかなと。ぜひホームページ等に載せて

住民の方にもですね、徹底していただくようにですね、呼びかけ等をお願いしたい

と思います。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

中面幸人委員 

先ほどの１番議員と同じ、４款１項４目８節のですね、ごみ減量推進協議会の件

でございますが、先ほど１番議員も言われましたけれどもですね、すでに出水市は

ですね、２年間で、去年からですから、２年間で４０％という減量目標を決めてや

ってるわけですね。やはりここ２市１町、北薩広域行政がやってますよね。環境セ

ンター等の問題もありましてですね、やはり２市１町ですね、やっぱり同時に同じ

ような目標を持ってですね、取り組まないことにはですね、今、この間の全協のほ

うでも市長のほうからですね、新しい新焼却処分場の建設工事の問題も話もされま

して、それも広域行政のほうでは進めていると思うんでありますけれどもですね、

これに対してもやはり３０年度までにはもう完成できないと。あと１年ずれ込むよ

うな話もされておりますけども、その中でですね、北薩広域行政の理事長もですね、

例えば新焼却処分場の、いわばプラントの規格等もですね、やはりこのごみ減量大

作戦の成果を見て、実績を見てそういう規模も決めていこうという話もされてるわ

けなんですよね。だから２市１町のうち出水市はすでに２年間で、いわばことしで

すよね、２年目。ことしで４０％という目標をもってされてると。ところが、長島

町はちょっとわかりませんけれども、阿久根の場合はまだ、こういう今課長の話を

された状態で進捗状況ということでございますけれども、これでですね、やっぱり

大きい今度事業を掲げてるわけですから、広域としてはですね、やはり２市１町が

足並みを揃えなければならないと思うんですけれども、これはちょっとやっぱり、

私はもう少し何か積極的にですね、やらないと、やはりこれは委員の方が何名いら

っしゃるわけですけど、やっぱりこれは執行部側がですね、ぴしゃっとした音頭を

とっていかないと進まないと思うんですよね。その辺は今後どのように考えていら

っしゃるのかお聞きいたします。 

松永市民環境課長 

今、同じような御意見をいだきましたけど、段ボールコンポストの今回実証をや

るわけですが、数値等についてはですね、ちょっと予定なんですけど、掲げてはあ
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るところなんです。例えば５００世帯で行った場合に１日に大体１家族、１世帯で

５００グラム出るとしまして５００世帯で３カ月、これ段ボールコンポスト実証す

るんですけど、３カ月で大体２２トンぐらい減るだろうという予想を立てて、３カ

月過ぎたら終わりなんですけど、それからあとまた引き続きせっかく３カ月したも

のをばそれでやめるとなればまた元にかえりますから、それをまた引き続き実証し

ていただきたいということでお願いをするところなんですが、それを１年続けてい

ただければ５００世帯で約９０トンぐらいは減るという、試算的には立てていると

ころなんです。これの事業も３年間やろうかというふうに思っておりますので、来

年、再来年どうなるかはわかりませんけれど、さらにこの問題を皆さんに浸透させ

て減量化ということで、数値的に見えてこれればなというふうに考えてはいるとこ

ろなんです。以上です。 

中面幸人委員 

私は広域の議員もやっておりますので、今、その新焼却処分場の問題が一番大き

いんですよね。だから、例えばごみを減量化することによって、今あるのを例えば

１日焼却の処分の能力が１日６０トンとすれば２基とかいうことになっているわけ

ですけれども、これがごみ減量をすればですね、当然ちっちゃい規格でいいと思う

んですよ。それですね、やっぱりある程度各自治体がですね、減量を目標持って、

それが４年か５年と遅いんだと私は思いますよ。もう３１年度には完成という今計

画になっているわけですから、そのためにはもう少し早くですね、やっぱり協議会

でですね、減量に早く取り組まなければならないと私は思っておりますので、これ

以上今ここで話をしてもですから、やはり２市１町ですね、たぶん単自治体ばかり

でなく、２市１町での広域での推進協議会もありますよね。その中でいい取り組み

してるですね、やっぱり自治体のほうを勉強しながらですね、お互いに２市１町で

やっぱり取り組むべきだと思いますので、ぜひこれはですね、早急にですね、やは

り目標を持って、減量の目標を持って、そうすることによって新しい新焼却処分場

のですね、規格等も決まってくるわけすから、ぜひこれはやはり執行部側がですね、

積極的に取り組む必要があると思いますので、そういうふうに要望してこの件につ

いてはそれでいいです。 

それと次にですね、同じく４款１項４目の今度は１節のほうの報酬のほうでござ

いますけれども、今度は嘱託員等報酬ということで、不法投棄等の指導・監視嘱託

員というのがあがっておりますけれども、この嘱託員という人はどんな方がされる

のかですね。それとどういうことを指導していくのか、監視活動をしていくのかで

すね、その辺ちょっと具体的に。というのはですね、前回の議会報告会でもですね、

地区、地区でも不法投棄が多いという話が出てるわけですね。だから早急にやっぱ

りこれも取り組まなきゃならないと、そういう意味でたぶんこうして計画されてい

ると思うんですけど、その辺の取り組みをどういうふうに考えていらっしゃるのか、

ちょっとその辺をお聞かせください。 

大田市民環境課長補佐 

今の御指摘の件なんですけど、市内をですね、大体北部、市街地、山手のほうと

南部と、大体３地区、４地区に分けましてですね、重点的に回っていただいて、不

法投棄の場所があったらですね、市に連絡をしていただくとかですね、軽微な、弁

当ガラ等々のそういう軽微な物があったら搬出をしていただいて、たまった段階で

週に何回かは環境センターに搬入をしていただくと、そういう作業をやっていただ

いております。 

松永市民環境課長 
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それからですね、ずっと、皆さんもわかると思うんですが看板等が立ってるんで

す、不法投棄。長く立っている分はまた新しいのと取りかえをしたりというところ

もやっております。当然回収もしたり、簡単なのは回収、タイヤとか単品である部

分は回収したりしています。あと看板をきちっとまたかえて、立てかえるというそ

ういう業務も含めてやっているところです。 

中面幸人委員 

例えばですね、市内各地をパトロールして、捨てる箇所というのは大体わかりま

すよね。そういうところの把握はされていらっしゃるんですか。 

松永市民環境課長 

重点地区というか、そういうところの箇所が何カ所というふうなところがありま

すので、そこは特に必ずパトロールの箇所には指定して回っております。例えば去

年ですかね、高松ダムとか、そういうところもですね、新しいところの市民からの

情報もありまして、そういうところも確認に行って回収をすると、そういうところ

もやっているところです。 

中面幸人委員 

特にですね、議会報告会でもですね、例えば折口大辺志線とかですね、例えば広

域農道から田代に向かう旧道辺あたりとかですね、車の人通り、車通りが少ないと

ころがよく捨てられているという話であるんですけれどもですね、私は、確かに看

板を掲げてですね、そういう注意を促すというのも大事だと思うんですけれども、

果たしてそれだけで減るのかなという気がいたします。だからもっとなんかの方法

をですね、本当に何か罰則するか、ほんとに強化してですよ、この中にこうして予

算組んでるんですけども、実際ですね、今、課長としてこういう取り組みをしてご

みが減っているのかふえてるのか、そういう判断はどういうふうに感じていらっし

ゃいますか。 

松永市民環境課長 

全体のごみの量でいきますと家庭系は若干ふえています。事業系のほうがちょっ

と減っているという現状であります。 

中面幸人委員 

私が言うのはそういう不法投棄している箇所ですね、そういうところが、例えば

こうしてパトロールや監視人が監視とかされるわけでしょう。ですね。例えば、こ

ういうパトロールして、１名ですよね。こういう形で今やっとって、実際そういう

不法投棄が減ってるのかということです。はっきり言えば看板立てたりとか、一人

こうして見回っても何らの改善がなければ意味がないんじゃないですか。それやれ

ばもっと何か考えなければならないんじゃないですか。 

大田市民環境課長補佐 

不法投棄の量というふうに質問の内容をとらえたんですけれども、不法投棄の量

については把握をしていません。ただ、デジカメ等々をですね、持っていって状況

については記録をしているもんですから、ただその不法投棄物の中に捨てた方の断

定できるような、例えば電気料金の明細とかですね、そういうのがあった場合はそ

の方が特定できたら徹底してですね、収容させていただいて自分でなおしてくださ

い等々のですね、そういう指導もですね、一緒にやっているところであります。た

だ、１１０番等々でいったときには私の手を離れるものですから警察のほうが捜査

をしているという、そういう内容です。そういう情報をですね、嘱託員の方からい

ただいて、私どもが今度は行政の職員が出ていって指導しているという。ですから

今のところは罰則というのは適用してないんですけれども、出した方については出
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したそのまんま、その部分環境センターのほうに持っていってくださいと、そうい

うお願いをしているところです。それから不法投棄の量についてはふえてるのか、

へっているのかとそこの把握はしておりません。以上です。 

中面幸人委員 

今の話によればですね、例えば捨てた中身を見て名前が特定されたりとかで指導

をされる、それは年間そういうのはどれくらいあるんですか。 

大田市民環境課長補佐 

私の経験では３件、４件でしょうかね。ただ、今のところは警察絡みのやつが１

件あって今のところがわからないという状況ですね。そういうことで指導嘱託員の

方については一生懸命現場を回っていただいてですね、そういう現場の状況を把握

してるところでございます。 

中面幸人委員 

これはもう難しい問題でですね、直接捨てるところをほら、どっかでは学校の先

生が捨てていて逮捕されたところもありましたけれども、現認ですね。そういうの

が一番ですけどね、せっかくこうしてやっぱり予算組みするんですから、効率があ

がるやっぱり取り組みですね。今後やっぱりそういうことを考えながらですね、不

法投棄が少なくなるようにですね、ぜひまた工夫をしていただきたいと思います。

はい、以上で終わります。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

［「委員長」と呼ぶ者あり］ 

この際、暫時休憩します。 

 

（休 憩 １４：２０ ～ １４：２８） 

 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ほかにありませんか。 

野畑直委員 

６５ページの４款１項４目１４節の使用料及び手数料のところですけれども、海

岸漂着物の重機借上料と言われましたけれども、これについてちょっと去年私も一

般質問した分ですので気になって。どこを予定をされているのか教えてください。 

松永市民環境課長 

一応、海岸線ということで、今のところ脇本海岸、それから大川島海岸、それか

ら飛松海岸、以上を考えているところです。海水浴というのが重点的な形です。以

上です。 

野畑直委員 

私も去年、中津浜海岸について一般質問で市長にもお願いもしましたけれども、

確かにその海水浴場を整備することは大事だと思うんですけれども、やはり阿久根

市の海岸線を売り物にしていくのであればですね、課長もこの前も海ガメのことで

現場のほうにも行ってもらったと思うんですけれども、そういうことからしてもで

すね、やはりあの状況を見たときにする必要があるのではないかと考えますけれど

も、私の一般質問に対して課長はそのような進言は予算に対してなされなかったの

かお伺いいたします。 

松永市民環境課長 
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確かに中津浜海岸についての話もあったんですけど、今、答弁したように海水浴

ということの地域ということば重点に選定したところです。 

野畑直委員 

今度の予算ですから入っていなければ入っていないで仕方ないんですけれども、

今後のことも考えつつそういう方向で考えていってもらいたいと思います。 

それからもう１点、４款１項５目１３節のですね、河川の水質検査についてです

けれども、今、課長の説明では１９河川、２５カ所、５項目をやると。例年、この

検査については冬場の２月ごろに行われていると思うんですけれども、私もこれに

ついても質問しましたけれども、大腸菌等の項目も入っているみたいですけれども、

冬場はどうしてもそういう菌類の発生というのは抑えられると思うし、そしてまた

河川を２河川ふやしてということですけれども、用水取り入れ等にですね、夏場に

使うことも多いので、私は夏場の検査が必要なのではないかと去年言ったんですけ

ど、その考え方はどうなってますかね。 

松永市民環境課長 

確かに去年の、昨年の本会議でも質問があったんですが、ことしもですね、２月

に２４年度も一応調査をしたところです。今後そういう時期をずらしたほうがいい

んじゃないかというふうに御質問があればですね、また課内で検討したいと思いま

す。時期については。 

野畑直委員 

そういう要望がじゃなくて、そういう要望が去年一般質問でしてるわけだから、

そういうことじゃなくてですね、私が言ってるのは２月ごろしなければいけない理

由はなんですか、そしたら。 

松永市民環境課長 

理由はないんですけど、係の業務の流れとしてしたところです。実施をしたとこ

ろです。 

野畑直委員 

去年一般質問して、そしてまた考え方も私は述べたつもりでしたけれども、今も

言うようにですね、水田耕作等について用水取り入れをやるんだから、私は２月ご

ろする意味は全くないと思いますよ。ですから、課長がどうしても流れでとか、そ

ういう例年やってるからじゃなくて、先ほど一番議員の質問でもありましたけれど

も、ホームページにデータ等も載せない、いつ、どこで、何をやってるのかもわか

らない。予算だけをとってですよ、必要とあらば２月がどうしても必要なんであれ

ば２月でもいいんですよ。しかしながら、そういう我々が今言っている考え方があ

れば夏場に１回、冬場に１回やりますというようなことを強く言えるような２月で

あったらそれでいいんですけれども。私は何回も言いますけれども、２月にする意

味というのは全くないと思いますよ。しかもですよ、予算も３月いっぱいでいろい

ろしなければいけない、締めないといけない時期ですよ。そんな遅くやる必要はま

ったくないと思う。だから、去年質問したにもかかわらず、そういう考えがあれば

検討しますなんて甚だおかしいと思いますけれども、どうですか。 

松永市民環境課長 

２５年度で改善したいと思います。 

野畑直委員 

２５年度で改善して検査時期を早めて夏場にするという考えでいいんですか。 

松永市民環境課長 

はい、そういうことです。 
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［野畑直委員「了解しました。」と呼ぶ］ 

［山田勝委員「委員長、関連です。」と呼ぶ］ 

山田勝委員 

今ね、野畑委員が海岸浮遊物の除去についてね、ずっと考えとったんだけどね、

海水浴場の汚れの始末はね、当然あんたのところじゃないでしょう。商工観光課が

すべきの話であって、例えば今、私、市民環境課でどこの海岸の浮遊物を除去する

のかなと考えていましたよ。ところが海水浴場ののをするというから、海水浴場の

のは別に市民環境課がせんで観光課がしてよかいよねと、こう思いながらですよ。

だから、今、例えば赤瀬川海岸に、赤瀬川の中津浜海岸にね、浮遊物がでてきたら

どうするのかといったときには、それは環境衛生上ですね、当然あんたのところで

せないかんですよ。例えば折口海岸に仮にそういうね、浮遊物が出てきたときには

せないかんですよ。だから、海水浴場をするという考え方がね、そもそもおかしい

と思う。海岸に浮遊物が出てきたときには私のところで責任をもってやりますから、

どうぞお知らせくださいって言えばね、何にも次の質問は出てきません。どうです

か。 

松永市民環境課長 

海水浴場というのに限定というわけじゃないんですが、その景観というか、そう

いうことで脇本海水浴場と大川島というふうに選定したところです。以上です。 

山田勝委員 

失礼だけど、あんたんところは市民環境課ですよ。阿久根市内の環境保全に努め

てるところですね。きれいにせないかん、不衛生なところはなくせないかん立場で

やられるわけでしょう。なら今、出口議員がよく言われるね、愛宕川のあそこもね、

環境衛生上非常に悪いから一緒に処理してもいいところなんですよ。あそこは嵐の

たんびにひっつかってですね、うっつまっところなんですから。そこも本来であれ

ばあんたのところでやらないかん話で、景観上、衛生上。そういうところはね、市

内に何箇所かありますけれどもね、そういうところはあなたの責任を持ってやらな

いと何も景観上海水浴場をやる必要はないでしょう、お宅で。何か勘違いしてませ

んか。 

松永市民環境課長 

環境上、景観上という、確かに使命もありますので、予算的なのも当然緊急な災

害とかあった場合には予算等も伴いますし、ボランティアで済まないところもあり

ますので、十分そこあたりは課としても、市としても状況を見極めてしたいと思い

ます。 

山田勝委員 

どうせね、お金が足りないときにはね、重機借上料とかなんとかなんですからね、

補正を組んででもいいし、専決処分でもいいんですよ、緊急の場合は。だから、考

え方がですね、観光上、海水浴場のだけしますよというところではないんですよと、

お宅の課は。そういうことで、市内の海岸線にそういうことがあったらどこでも対

応しますよ、どうぞおっしゃってくださいという体制でしないと、あとはどこにほ

んなら言っていいんですか。そういう気持ちでね、受けとめてくださいよ、海水浴

場じゃなくて。わかりましたか。 

野畑直委員 

今、山田委員のほうからも話がありましたけれども、私は阿久根の海岸線という

のはですね、海水浴場ばかりが海岸線じゃなくて、漂着物というのは一緒だと思う

んですよ。去年、課長にも連絡して海ガメも死んでて、片づけてもらいましたよ。
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そして今ですね、中津浜海岸には今度はイルカが漂着してます。恐らく御存じない

と思いますけれども。ちょうど私が海に行ってるときにそのイルカがですね、海岸

線に上がってきて、私が一人で助けようとしたけれども２メートルちょっとくらい

あって、ものすごく大きくて、ちょっと冷たかったけど一応私も裸足になって行っ

たんだけれども、助けることはできなかったんですよ。そうしてそのイルカがです

ね、漂着してます。だから、市民環境課、衛生を守る面でもですね、２月の初めだ

ったら１カ月ちょっとなって、まだ漂着してますけれども。やはりそういうことも

ですね、漂着物というのも一番、木切れだけじゃなくて、また見てください。見て

勉強して、果たしてその海水浴場だけでいいのか、予算はないから今回は無理と言

われますけれども、よく見て必要があればまた補正でも組んでする必要があるとい

うふうに考えればまた変わってくるかもしれませんので、それだけは報告しておき

ます。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

石澤正彰委員 

課長、ちょっとお尋ねしたいんですが、６５ページの１９節かな。小型合併処理

浄化槽設置整備事業の関連なんですが、以前、折口ニュータウンでですね、集中浄

化槽で戸別浄化の許可をしなかった時期がありましたよね。今はどうなってますか。 

松永市民環境課長 

昨年ですね、３人の方が浄化槽の申請をされたところなんですが、今、折口ニュ

ータウンの住民の方と、それからくみあい開発といろんな協議をやっておりますの

で、その協議の結果でまた状況が変わりますので、今、保留させてくださいという

ことで今説明をしているところです。 

石澤正彰委員 

課長、ということは今許可はしてないということやね。 

松永市民環境課長 

はい、今保留という形で了解してもらっております。 

［石澤委員「はい、了解しました。」と呼ぶ］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

山田勝委員 

今、石澤委員が言われたので私も関連がありますのでね、したいんですけど、今、

それはどうなってんの、課長。折口ニュータウンの浄化槽は、合併浄化槽は、共同

の。 

松永市民環境課長 

折口ニュータウンの質問なんですが、折口ニュータウンの浄化槽に関しましては

ですね、ことしの１２月までに管理組合を結成して住民の方が業務を引き継ぐか、

また戸別浄化槽に切りかえるかの結論を出すことになっております。ですから、そ

の団地内の世話人及びその役員がいらっしゃるんですが、その役員と設置者のくみ

あい開発と今お互いに疑問点、課題、いろいろあるもんですから、まだ合意に至っ

てない状況のところです。ですので、今後、団地内の住民の意向も踏まえながら合

意に至るまで協議を重ねていきたいというふうに思っているところです。 

山田勝委員 

この問題がね、発生してからね、実はあなたの今言われる一歩も前に進展してな

いのよね。理由はどういう理由かわからん、一歩も進展しない。ですから、先日、
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２月だったですかね、２月、団地で集会があって、その場所で何遍寄い方をしても

ですね、寄っても１歩も進展しないじゃないか。この次はくみあい開発も阿久根市

にもきてもらって、議員の方にもきてもらって、一緒に話をしてくださいというこ

とで、みんな手をたたいて、それで進んでいるはずなんですが、あなたのところに

は何も言ってきてないんですか。 

松永市民環境課長 

私ども課としても折口ニュータウンの役員の方とはですね、何回も協議を重ねて、

またくみあい開発とも協議を重ねて、どうしたほうがいいか協議を重ねて今いると

ころなんです。いろんな住民の方の質問もありますので、こういう状況では引き取

れないとかいう状況を今、いろんな議論をやりとりしているところなんです。そう

いうのをきちっと整理してまた結論に結びつけたいというふうに思っているところ

です。なかなかよかがというような言い方はですね、なかなか住民の方も納得され

ませんので、なんかのまた形で合意に至るまで協議したいと思います。 

山田勝委員 

私はね、皆さん全員よくわかっていただくためによかったと思いますよ、これは。

これはなかなか難しいんですよ。くみあい開発と阿久根市も開発協定を結んでいな

がらね、途中で合併浄化槽をね、許可して阿久根市も出してるんですから。でしょ

う、同地区内に。だからした人とせん人とおる。結局、合併浄化槽の補助金のもら

ってつくった人は一抜けたですよ。私たちは関係ありませんよ、こんな無責任な話

はないですよ。一番無責任は行政側である阿久根市ですよ。開発協定を結んでいな

がら、結局こんなもめる原因をつくったのは阿久根市ですよね。どこのだれがした

かわからん。それをだれも責められない。どうするかって、阿久根市が中に入って

ですね、阿久根市がちゃんと行政指導してせん限り解決しません。皆さん、こんな

話をしたこともない、事務をしたこともない地区住民がですよ、できるはずがない

んだから。お互いに言いたい放題言う。私はここの会社に勤めてるから私がほんな

ら土質検査をしましょう。私の会社が私がこうこういう家は私が頼んでどういう検

査をしましょうって。そんな話をしてる中でですね、絶対進まないです。ですから、

私はあなた方がね、率先していって、軌道に乗るまでは指導してあげない限りどう

もできませんよって言ったはずですよ。何か言われればびびって引っ込んでしまう。

私は当然ね、阿久根市が金を払わないかん時期は払わないかんと、補助を出さない

かんときには出さないかんと思いますよ。そこには合併浄化槽のね、阿久根市の出

し分はゼロなんだから、違いますか。浄化槽に関する、あの中央の浄化槽に対する

補助金は阿久根市は幾らか出していますか。 

松永市民環境課長 

団地内の集合の住宅の今建設している部分はすべてくみあい開発がつくってした

ものですから、阿久根市としては費用は一切出していないと。 

山田勝委員 

そういうことでしょう。それとね、私が腹に据えかねるのは行政機関とか方々が

ですね、あそこはくみあい開発が銭
ぜ ん

儲けのためにしとうもんで、なひけうんどがせ

ないかんとなというくだらない話をしている人がおりますよ。あそこにくみあい開

発がやってくれたおかげでね、人口もふえました。ねえ、人口もふえましたよ。地

方交付税の基準需要額も上がりました、でしょう。かなりのね、ウエイトは一つの

集落ですよ。あそこを全部つくったらね、１５０～６０戸、それ以上のね、戸数が

あるんですよ。そこが全般埋められるようにね、安い土地を埋められるような状況
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をつくってやらないかんですよ。そのためには今３，８００円も４千円もある浄化

槽の管理費をね、月やっぱり３千円以下、２千円から３千円の間でおさまるような

状況をつくってやらんことには、あそこはうまくいきませんよ。だれがするんです

か。汚水処理というのはね、行政の仕事の一つですよ。わかってるでしょう。行政

の仕事の一つですからね、だからこれはね、あなたたちが積極的に行ってやらない

限り、絶対解決つきません。 

大田市民環境課長補佐 

課長の説明に補足して説明させていただきますけれども、今流れとしてですね、

２月の上旬にニュータウンの話し合いをされたそうです。その中でですね、去年だ

ったんですけれども、資料をくみあい開発のほうからいただいてはいるんですけれ

ども、その資料の内容は表現的に今の浄化槽では大丈夫だろうというような文言で

うたってあったんだそうです。そうじゃなくて、数字で今のくみあい開発さんがつ

くった浄化槽があと何年ぐらいもつのか、それとニュータウン内に埋めてある管、

送・排水路の管がですね、幾らぐらいのお金が必要なのかという、そういう数字的

なものをですね、出してくださいということでニュータウンの話し合いがなったん

だそうです。それをこの前３人の方々から受けたもんですから、急きょくみあい開

発さんと連絡をとって三者でですね、当然、私も課長も入ったんですけれども、そ

の中でまたくみあい開発さんのほうに今の浄化槽に絡んでどれだけの費用があった

ら何年スパンでもっていけるのか。今、山田議員が言われたとおり３，８５０円と

いうのはあるんですけれども、それを当初幾らぐらいもっていったら大丈夫なのか、

そういう数字的な資料が欲しいということで今くみあい開発さんのほうに問題を投

げかけているところであります。その数字を見てですね、また再度ニュータウンの

方々に説明をしてですね、当然、高齢な方においては今のくみあい開発さんの浄化

槽を使いたいというのが本音みたいです。ただ、若い方については先が見えないん

であったら今のうちに個人設置を買いたいということでですね、非常に山田議員の

言われるように難しい問題ではあるんですけれども、今私なんかが動いているのは

いかにして住民の方々の納得のされる資料をですね、くみあい開発さんのほうに求

めているか、そこでございます。以上です。 

山田勝委員 

ちょっとごめんね、時間かかるけど。いや、くみあい開発がね、くみあい開発が

資料を出して、くみあい開発が納得するんじゃないですよ。住民がですね、住民が

納得するので資料をいただいてあなた方も一緒に検討してですね、これならいけま

すよという、あんたたちも一緒に納得する資料でないと。ふとんこっであなたの話

をしとったら住民の納得するのならじゃないですよ。一緒になってやらないとだめ

だということ、阿久根市で発生したことだから阿久根市も一緒になって解決しなけ

ればなりませんよと、くみあい開発と住民との問題ですよとゆていっちょんなと言

うじゃないですか。自分たちの問題として一緒にとらえて解決してくださいって。 

松永市民環境課長 

それは私なんかも一生懸命住民の側に立って協議はしていますので。 

山田勝委員 

ですからね、そういうことでやってくださいよ。 

大田市民環境課長補佐 

今の山田議員の御質問はいかにも行政が入っていないように聞こえたんですけれ

ども、当然、今回もですね、くみあい開発さんからの資料は真っ先に行政に入って

くるようになっております。協議をしながらですね、この資料でいいのかどうか検
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討を加えながらですね、それをまたニュータウンの世話役代表の方々ともですね、

協議をしながら、またそのあとニュータウンのほうにですね、住民説明会と言いま

すか、そういうふうにもっていきたいというふうに考えておりますので、その辺は

よろしく御理解ください。 

山田勝委員 

そういう説明をすればいんですよ。あなたがね、あなたたちがね、くみあい開発

の資料を住民が納得するかしないかという話をするから。でしょう。そんな話をす

るから一緒になってなんでやらないんですか、あなたたちが中心になってやらない

と、この問題は解決つきませんよと。市が一緒になって解決すればね、市が一緒に

なって前面に出てやればね、負担は同じですよ、負担するのは、住民が負担するの

は。でも住民は安心してまかせますよ。 

大田市民環境課長補佐 

再度説明しますけれども。 

［山田勝委員「わかったてゆわよ。」と呼ぶ］ 

市が逃げてということはございませんので。すべて市を経由してニュータウンか

ら市、くみあい開発、市、ニュータウン、やっておりますので、御理解をよろしく

お願いします。 

［発言する者あり］ 

山田勝委員 

担当課がですね、中にちゃんと入って、責任をもって進めてください。あなた方

の今の話を聞いて安心しました。そうしないとね、地域住民は非常に不安ですよ。

だから、市は何もしてくれない、ないも何にもしてくれないということになるんで

すよ。そういうふうに言っときます。阿久根市が責任をもって今後解決するという

ことでマイクでおめて回りますから大丈夫です。終わり。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

よろしいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３０号中 市民環境課所管の事項についての審査を一時中止い

たします。 

（市民環境課退出） 

この際、暫時休憩します。 

 

（休 憩 １４：５５ ～ １５：０４） 

 

（農政課入室） 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ここで委員の方に申し上げます。 

質問は一問一答でお願いいたします。 

次に、議案第３０号中、農政課所管の事項について審査に入ります。課長の説明

を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について、簡潔明瞭にお願いし

ます。 

内園農政課長 

３月８日の本会議におきまして、予算特別委員会に付託になりました議案第３０

号平成２５年度阿久根市一般会計予算のうち、農政課が所管する歳入・歳出予算に
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ついて、御説明いたします。 

まず、歳出について御説明いたします。予算書の６９ページをお開きください。

６款農林水産業費１項２目農業総務費の予算額１億１，２４６万６千円は、職員１

７名の人件費が主なものであります。次に、６９ページから７１ページになります

が、３目農業振興費のうち主なものについて御説明いたします。まず初めに７０ペ

ージをお開きください。７節賃金１５３万２千円のうち１４１万６千円につきまし

ては、本年度内に創設予定であります鳥獣被害防止対策事業協議会の被害防止計画

に基づきまして、農作物等の被害調査や生息調査を初め、猟友会との連絡調整など

の業務を行うために、有害鳥獣対策パトロール員を配置するための予算計上をいた

したところでございまして、重点分野雇用創出事業を活用する計画であります。次

に、１３節委託料の予算額６４０万５千円は、農業振興地域全体見直しに係る基礎

調査業務委託料であります。これは農業振興地域の整備に関する法律第１２条の２

で、おおむね５年ごとに農業振興地域の見直しをするよう規定されておりまして、

前回見直しから５年を経過するに至ったため、先ほどの有害鳥獣対策パトロール員

の配置と同様、重点分野雇用創出事業を活用いたしまして、農業振興地域の整備計

画を図ろうとするものでございます。次に、７０ページから７１ページに記載の１

９節負担金補助及び交付金が農業振興費の主なものでありますが、主要な事業とい

たしましては、中山間地域等直接支払制度事業以下１０事業の事業費補助でありま

す。事業内容につきましては、まず、中山間地域等直接支払制度事業につきまして

は、中山間地域において継続的な農業生産活動を行う農業者等に対しまして交付金

を交付している制度でございますが、国が２分の１、県と市がそれぞれ４分の１を

負担しております。次の農業・農村活性化推進施設等整備事業につきましては、農

家の農業機械等の過剰投資を抑制し、農業経営の安定を図るために、農業施設及び

農業機械等の導入を図る農業受託組合等に対し補助金を交付しているものでござい

ますが、県が３分の１、市が６分の１を負担しており、県と市で２分の１を負担し

ているところでございます。次の農作物鳥獣害防止施設整備事業、耕作放棄地解消

対策事業、ジャンボタニシ駆除対策事業、商談会出展事業につきましては、いずれ

も市単独事業でありまして、それぞれ事業費の２分の１を補助し、農家の経費負担

の軽減や経営の安定のために助成しているものであります。これらのうち農作物鳥

獣害防止施設整備事業につきましては、防護柵設置における下限面積を従来の１０

アールから５アールに要件緩和を見込んだ予算を計上したところでございまして、

イノシシ、シカ等による農作物の被害防止策として、期待しているところでござい

ます。ジャンボカボチャコンクール補助金は、事業主体であります三笠地域村おこ

し有志会に対し２万円の定額補助を行っているものであります。青年就農給付金事

業につきましては、これから農業大学や農家等で研修を受ける方や研修後、新たに

農業経営を開始する方に対し国が補助金を交付するものでございまして、月額１２

万５千円の定額補助でございます。本事業は昨年度から国策として実施された事業

でございますが、新規就農者の育成と確保が期待されているところでございます。

鳥獣被害対策実践事業につきましては、国の鳥獣被害防止総合対策事業に県が追加

補助を実施しているものでございまして、負担割合は国が５５％で県が２７．５％、

合計で８２．５％でございます。ただし、地域ぐるみで侵入防止柵の設置等を直接

施工される場合につきましては、上限単価を超えない限り１００％補助となります。

これまでは個々の農家が自己の所有する農地や農作物に限定しまして鳥獣被害対策

を講じていたものでございますが、本事業施行後は農作物への被害が大幅に改善さ

れることが期待されるところでございます。出水地域遊休ハウス有効活用促進事業
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につきましては、出水地域の２市１町とＪＡとで平成２５年度の地域振興推進事業

として事業採択要望している事業でありまして、負担割合は県が５０％で市が１

５％、合計６５％の補助計画であります。本事業が事業採択されれば、新規就農者

等の初期投資が縮減できることから農家の経費削減がかなり期待できるところです。

次に、連作障害対策土壌消毒事業につきましては、従来、実エンドウ、ソラマメ、

イチゴ、タバコについて、それぞれ単体での補助を実施していましたが、平成２５

年度から予算を統合いたしまして、連作障害対策土壌消毒事業として事業を実施す

ることにいたしたものでございます。市の補助率は薬剤等の必要経費のうち４分の

１を補助しようとするものでございます。次に７１ページから７２ページにありま

す４目畜産業費の予算９，６９１万７千円は、１９節負担金補助及び交付金のうち、

子牛生産出荷奨励事業１４１万円と２１節貸付金の素畜導入資金９，２００万円が

主なものであります。事業内容といたしましては、子牛生産出荷奨励事業が、子牛

生産農家が子牛を出荷する際、市場手数料を助成するものでございまして、１頭あ

たり３千円を助成しております。素畜導入資金につきましては、畜産農家が低金利

で資金の借り受けが受けられますよう市がＪＡへ資金を貸し付けているものでござ

いまして、素畜導入を円滑にするための導入資金であり、１頭当たりの貸付金の限

度額は５０万円であります。次に、７２ページから７４ページにあります５目農地

費の予算額９，１５７万円は、７３ページにあります１３節委託料の３６５万２千

円と１５節工事請負費１４０万円、１７節公有財産購入費２０２万４千円のほか、

１９節負担金補助及び交付金の７，７１２万１千円が主なものであります。まず、

１３節の委託料につきましては、折多排水機場維持管理業務ほか２管理業務委託と、

中山間地域総合整備事業におけます阿久根南部地区の事業実施前に、当該地区の換

地等の調整や戸籍調査等を行う必要がありますことから、これらの調整業務等を委

託しようとするものでございます。次に、１５節工事請負費の１４０万円は、仲仁

田地区から大川川が豪雨のたびに当該河川内に設置された頭首工が要因として、河

川の流水に大きな段差を生み、流水を阻害しているとして、大川川内の神之田平頭

首工の撤去に関する要望書を提出されていたものでございまして、この頭首工撤去

に係る費用を予算計上したものでございます。当該流域における今後におきまして

は、この事業におきまして事業施行は、梅雨時や豪雨時の潅水解消を図るものでご

ざいます。次の１７節公有財産購入費２０２万４千円につきましては、中山間地域

総合整備事業で実施しました内田地区のほ場整備ほか３団地に係る換地後の清算金

額のことでございます。次に、１９節負担金補助及び交付金は、阿久根地区危険物

安全協会ほか５協会等の運営費等負担金と、７４ページにあります県営農道保全対

策事業ほか７事業等に対する事業費負担金などであります。このうち主な事業とい

たしましては、まず、県営農道保全対策事業の１，８２２万５千円は、県の農道保

全対策事業を活用し、市道阿久根市出水線の路面改良等の整備を図るものでござい

ます。本事業の実施に伴います負担割合は国が５０％で県が２９．７５％、残りの

２０．２５％を市が負担するものでございます。次の土地改良施設維持管理適正化

事業の１６０万４千円につきましては、平成２１年から２２年度にかけまして改修

工事を実施しました折多排水機場の施設改修事業実施に伴う負担金８８万円と、平

成２７年度に事業実施予定の鶴田頭首工のゲートの塗装補修工事に係る地元分担金

２５万２千円のほか、平成２９年度に事業に実施予定の飛松海岸の招戸ゲート施設

設備等に係る事業に係る地元負担金４７万２千円の合計金額でございます。いずれ

も事業に係る負担金を５年間の均等割で負担するものでございまして、負担割合は

国、県及び土地改良施設等の管理者が３０％、市が１０％となっておるところでご
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ざいます。中山間地域総合整備事業の４，１５０万円につきましては、平成２５年

度は深田排水路及び黒之浜集落道路の工事のほか、活性化施設の整備等を実施する

計画でございます。負担割合は、生産基盤の整備と生活環境の整備の場合で補助率

が異なるわけでございますが、生産基盤整備の場合には国が５５％で県が３０％、

市が１０％のほか、受益者に対し５％の負担がございます。一方、生活環境整備の

場合におきましては国の５５％は変わりませんが、県が２５％で、残りの２０％を

市が負担し、受益者の負担はないところでございます。黒之浜集落道路の整備につ

きましては、既設道路が狭小なうえ、急なカーブが存在していましたことから、消

防車や救急車等の通行に支障をきたしていましたことから、当該集落道の完成は当

該地区が長年希望されていたものでございまして、完成後は重要なライフラインが

整備されるということになると考えているところでございまして、地元の期待が大

きなものと考えております。次に、農用水資源開発調査の４００万円につきまして

は、中山間地域総合整備事業を施工中の槝之浦西区におきまして、既設の水中ポン

プのケーシング管が破損していることから、用水確保に苦慮している状況でありま

して、新たに水資源開発調査を実施しようとするものでございます。本事業は県単

事業で実施されるものでございまして、事業に対する負担割合は事業費に応じまし

て県と市がそれぞれ５０％を負担するものでございます。共同活動支援交付金１２

１万４千円及び向上活動支援交付金１０４万３千円につきましては、国の農地・水

保全管理支払交付金事業でありまして、共同活動支援交付金は地域が共同による農

地・農業用水等の保全管理活動を実施される場合に、その地域に対しまして支援を

行なおうというものでございまして、折多校区の自然を守る会ほか５地区と協定を

締結しているところでございます。向上活動支援交付金につきましては、農業用の

用水水路等の長寿命化のための補修及び更新等を実施する地域に対しまして支援を

行なうというものでございまして、市内３地区が協定を締結されているところでご

ざいます。なお、本事業に対します負担割合は、いずれも国が５０％で、県と市が

２５％となっております。次に、県営防災ダム事業の５００万円につきましては、

平成２３年度から２８年度までの６カ年計画で、ダムの警報設備システムやダム観

測装置の更新・改修工事を実施しているところでございまして、事業実施に伴いま

す負担割合は国が５５％、県が４０％で、市が５％となっているところでございま

す。負担金補助及び交付金の最後にあります市単独土地改良事業の３７６万６千円

につきましては、平成２５年度は槝之浦西区が施工する農道舗装工事のほか３件の

農道舗装工事及び大尾地区が施工する生活道路整備や牛ノ浜地区における水路工事

等の合計６件の地元工事を計画しているものでございます。なお、本事業は国や県

の補助事業に該当しない事業のうち地域から要望があったものについて、地域が事

業主体となって実施する農業農村整備事業のことでございまして、事業費の７０％

を市が補助しているものでございます。次に、７４ページにあります６目国土調査

費の予算額３３万９千円は、地籍修正業務を初め、図根点の確認及び保護業務など

の通常業務に要する事務費等を予算計上させていただいたものでございます。この

うち１３節委託料の土木積算システムソフトウェア保守の６万４千円は、登記業務

や測量設計業務のために導入しておりますキャドシステムの保守点検業務委託料の

ことであります。次の７目ダム管理費の予算額３５７万９千円は、高松防災ダムの

洪水調節や高松川流域に設置しておりますダム関連施設等の維持管理及び保守点検

等の管理業務費でございます。１１節需用費の光熱水費１２７万２千円は、ダム管

理事務所のほか、各警報局、水位局、雨量局の電気代でござまして、次の１３節委

託料の高松ダム無線設備の保守点検業務との２つに予算が主なものでございます。
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次に、７５ページをごらんください。９目農林業振興センター費１，４２３万８千

円は、農林業振興センターの管理・運営に係る一般事務費でございます。１節報酬

２２０万円につきましては、農林業振興センターにおける農業専門員の嘱託員報酬

であります。７節賃金４７８万５千円は、農林業振興センターにおける作業員３名

分の賃金でございます。１５節工事請負費１９２万５千円は、種菌研究施設内にあ

りますウスヒラタケの培養時に無菌状態を生成するためのボイラーが、施設開設当

初設置したものでございまして、老朽化しているうえ故障時に部品がないため取替

工事を計画しているものでございます。資料は７６ページになりますが、１８節備

品購入費の２０８万４千円につきましては、振興センターにおける実証栽培のため、

耕うんしたほ場に野菜用のうねを立てたり、溝を掘ったりする作業用の管理機及び

種菌研究施設内の機械類を無菌消毒するための機器の購入が主なものでございます。

次の１０目農村環境改善センター管理費６５１万８千円は、農村環境改善センター

の管理・運営に係る一般事務費であります。７節賃金１４１万６千円は、農村環境

改善センター内の臨時職員の賃金でございます。１１節需用費のうち光熱水費２３

４万４千円は、農村環境改善センター及び農林業振興センターの電気料２２０万円

がその主なものでございます。１３節委託料１２１万円は、夜間管理業務に対する

管理業務委託料の７８万円が主なものでございます。次に７７ページをごらんくだ

さい。１１目農業構造改善センター管理費４７９万８千円は、西目地区集会施設の

管理事務費であります。１１節需用費のうち修繕料１５６万６円は、運動広場の照

明灯及び電撃殺虫器の修理費１３６万円が主なものであります。１３節委託料１９

２万１千円は、西目地区集会施設の管理人の管理委託料１７７万９千円が主なもの

であります。次に１１６ページをお開きください。１１款災害復旧費４項１目単独

農業施設災害復旧費１５０万円は、国の補助事業に該当しない緊急に復旧を要する

農業施設災害に対する予算措置でございまして、１４節使用料及び賃借料の８０万

円は土砂等の除去作業に必要な重機借上料が主なものでございます。 

以上で歳出を終わり、次に、歳入について御説明いたします。予算書の１７ペー

ジをお開きください。１１款分担金及び負担金１項１目１節の農業費分担金２５万

２千円は、平成２７年度事業で実施予定の鶴田頭首工のゲート関係塗装に係る受益

者分担金ございます。１８ページをお願いします。１２款使用料及び手数料１項４

目１節農業使用料６５万円は、農村環境改善センターの施設使用料３０万円と、構

造改善センター会議室及び運動広場のナイター施設使用料３５万円の収入見込額合

計額でございます。次に２４ページをお開きください。１４款県支出金２項５目農

林水産業費県補助金１節農業費補助金２，７７５万２千円のうち、農政課所管分に

ついて御説明いたします。水田農業確立推進活動事業費以下１１事業の事業実施に

伴う県補助金でございますが、補助金額が１００万円以上の分について説明させて

いただきます。まず、中山間地域等直接支払制度事業費の７３８万２千円につきま

しては、中山間地域等直接支払制度事業を実施しております瀬之浦下地区を初め市

内の１８地区に対しまして、対象事業費の２分の１を国が、残りの２分の１を県と

市が負担している交付金でございまして、その国・県分の補助金の受入額でござい

ます。次に、農業者戸別所得補償制度推進事業費の２２５万１千円につきましては、

農業者戸別所得補償制度推進事業の実施に伴う国・県補助金でありますが、戸別所

得補償制度の普及推進活動及び交付申請に関する補助を行うものでございまして、

市町村別に設置されております農業再生協議会に対して定額補助されるものでござ

います。次の青年就農給付金事業費の３７５万円につきましては、国の青年就農給

付金事業における経営開始型の給付金を２４年度から受給していらっしゃいます２
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人の方のほか、今後、当該給付金の申請見込者２名分を含めた合計４名分の補助金

見込額でございます。次に、鳥獣被害対策実践事業の９０１万４千円につきまして

は、鳥獣被害対策実践事業、国の事業名で言いますところの鳥獣被害防止総合対策

事業を活用いたしまして、鳥獣害対策用の防護柵等の設置を実施した地域に対する

国・県補助金の見込額であります。次に２６ページをお願いいたします。１４款県

支出金３項５目農林水産業費委託金１節農業費委託金の１３万１千円は、海岸保全

区域に指定されております折口と飛松海岸における施設等の管理費として、県から

管理委託金の交付を受けているものでございます。次に、２７ページをお願いいた

します。１５款財産収入２項３目生産物売払収入１節生産物売払収入１，６１０万

円のうち農政課所管分は、農林業振興センターにおける花、苗等の生産物等の売払

収入２２０万円でございます。次に、２９ページをお開きください。１９款諸収入

３項２目１節農業費貸付金元利収入９，２０１万８千円は、素畜導入資金としてＪ

Ａ阿久根事業所及び三笠事業所への貸付金９，２００万円の元金と０．０２％の貸

付金の利子分であります。次に、３１ページをお願いいたします。１９款諸収入５

項４目２０節雑入のうち農政課所管は、上から６行目にあります耕作放棄地解消対

策事業農地賃貸料の３４万９千円であります。これは、平成１７年度から事業開始

されました特定法人貸付事業に係る賃借料のうち、当該法人からの農地賃貸料の受

入額でございます。本制度は耕作放棄解消対策といたしまして、特定法人へ市経由

で貸し付けた農地の賃貸・賃借料を、市が所有者に対しまして支払っているもので

ございまして、年度末に同額を当該法人から市が受け入れていているものでござい

ますが、平成２１年１２月１５日施行の農地法の改正によりまして特定法人貸付事

業が廃止となったため、法改正後は新規契約は発生しないものでありまして、契約

満了となりました法人から随時、直接契約していただくということになります。次

に、３２ページをお開きください。２０款市債１項５目農林水産業債１節農業債の

５，４４０万円は、県営中山間地域総合整備事業ほか３事業の事業実施に伴います

財源充当債であります。中山間総合整備事業につきましては、事業工種が生産基盤

の場合は過疎債が適用されまして、充当率は１００％でありますが、生活環境分に

つきましては一般単独債を充当する計画でありまして、充当率は７５％でございま

す。このほか、県営農道保全対策事業債及び商談会出展事業債は過疎債を充当する

計画でございます。県営防災ダム事業債は公共事業等債を充当し、充当率は９０％

となっているところでございます。 

以上で農政課が所管する主なものについての説明を終わらさせていただきすが、

御質問につきましては私と担当係長等で説明させていただきますので、よろしくお

願いいたします。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

予算特別委員長（牟田学委員） 

なければ、議案第３０号中、農政課所管の事項についての審査を一時中止いたし

ます。 

（農政課退出、農業委員会入室） 

予算特別委員長（牟田学委員） 

次に、議案第３０号中、農業委員会所管の事項について審査に入ります。 

局長の説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について簡潔明瞭

にお願いいたします。 
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内園農業委員会事務局長 

３月８日の本会議におきまして、予算特別委員会に付託になりました議案第３０

号平成２５年度阿久根市一般会計予算のうち、農業委員会が所管しております歳入

歳出予算について御説明いたします。 

まず、歳出について御説明いたします。６８ページをお開きください。６款農林

水産業費１項１目農業委員会費の予算額３，０４６万１千円は、農業委員１２名と

職員４名の人件費がその主なものでございます。１節報酬６６３万２千円は、農業

委員１２名の報酬であります。６９ページをごらんください。１９節負担金補助及

び交付金１８万５千円は、県農業会議拠出金１５万３千円が主なものでございます。

次に、予算書の７５ページをお開きください。８目農業者年金事務費５７万円は、

農業者の老後の安定を図るため、経営移譲年金及び老齢年金の裁定請求等の進達並

びに年金加入促進活動にかかわる一般事務費でございます。１１節需用費３３万８

千円が主な経費でございまして、野業者年金加入促進用の公用車の燃料費ほかでご

ざいます。次に、予算書の７７ページをお願いいたします。１２目農地利用対策事

業費１３８万８千円は、農地利用集積特別対策事業及び農地制度実施円滑化事業に

係る一般事務費でございます。農地利用集積特別対策事業は、農家の方々の意見等

の情報を収集いたしまして、農地の利用調整を行いながら認定農業者等の育成を図

るものでございます。また、農地制度実施円滑化事業につきましては、農地を最大

限に活用するため、貸しやすく、借りやすくをモットーに、農地を利用する方の確

保・拡大を図ること等、遊休農地の解消を目的にしたものでございます。主なもの

としましては、８節報償費９９万６千円のうち、農業委員活動謝金の８６万４千円

があります。具体的には農地の有効利用を図るため、農業委員が農地集積推進のた

めの活動に対する謝金であります。 

次に、歳出を終わりまして歳入を説明させていただきます。２０ページをお願い

いたします。１２款使用料及び手数料２項４目農林水産業手数料１節農業手数料４

万２千円は、受理証明以下７種の証明手数料などであります。次に２４ページをお

願いいたします。１４款県支出金２項５目農林水産業費県補助金１節農業費補助金

のうち農業委員会所管分は、農業委員会費１６５万６千円と食料安定供給特別会計

交付金の２万５千円のほか、農地制度実施円滑化事業費１１８万１千円であります

が、いずれも定額補助となっております。農業委員会費の１６５万６千円につきま

しては、農業委員会法第２条に規定により、市町村農業委員会が農地法などに定め

られた業務を行う経費で、国が直接的に交付するものであります。充当先は農業委

員及び職員の人件費等であります。食料安定供給特別会計交付金の２万５千円につ

きましては、自作農財産管理を取り扱う市町村に対し、その事務に要する経費を国

が補助金を交付しているものでございます。また、農地制度実施円滑化事業費の１

１８万１千円につきましては、農業委員会等による農地の利用関係の調整、遊休農

地解消に向けた取り組み、農地相談員の設置等に必要な経費を支援するため、国か

ら交付される補助金であり、農地対策事業に財源充当しているところでございます。

次に２９ページをお開きください。１９款諸収入４項４目農林水産業費受託事業収

入１節農業費受託事業収入の５７万円は、農業者年金基金からの事務委託費であり

ます。次に３１ページをお願いします。１９款諸収入５項４目雑入２０節雑入の上

から４行目にあります全国農業新聞普及推進助成金等６万２千円は、全国農業会議

所から農業新聞普及活動費として交付されているものであります。 

以上で農業委員会分の説明を終わりますが、答弁につきましては私と次長でさせ

ていただきますので、よろしくお願いします。 
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予算特別委員長（牟田学委員） 

局長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３０号中 農業委員会所管の事項についての審査を一時中止い

たします。 

（農業委員会退出） 

この際、暫時休憩します。 

 

（休 憩 １５：４５ ～ １５：５２） 

 

（水産林務課入室） 

予算特別委員長（牟田学委員） 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

次に、議案第３０号中、水産林務課所管の事項について審査に入ります。課長の

説明を求めますが、説明は所管の予算内容、新規事業等について簡潔明瞭にお願い

します。 

早瀬水産林務課長 

それでは、先の本会議におきまして、予算特別委員会に付託になりました議案第

３０号平成２５年度阿久根市一般会計予算のうち水産林務課が所管する歳入歳出予

算について、御説明いたします。 

それでは、歳出から御説明いたします。予算書の７７ページをお開きください。

６款２項１目林業総務費予算額は２，１７６万９千円で、前年度比９６６万１千円

の減額でありますが、これは職員数が４名から３名になったことと、すいません、

７８ページに移ります。１９節負担金補助及び交付金の治山林道協会への負担金を

１０２万４千円減額したことが主なものであります。次に、２目林業振興費予算額

は８，５６４万９千円で、前年度比５，２１０万円の増額でありますが、これは有

害鳥獣関係で１，４６０万円の増、林道の舗装工事等で２，９６８万円の増、産業

祭の事務局として２００万円の増が主なものであります。それでは、各節ごとに主

なものについて説明いたします。８節報償費３８２万６千円は、捕獲隊が有害鳥獣

を捕獲したとき、鳥獣の種別に応じ支払っている謝金３５８万円が主なものであり

ます。平成２４年当初、平成２５年当初の比較としましてイノシシ１８０頭から平

成２５年当初は２５０頭、シカが１００頭から２００頭へ、カラス１２０羽から３

００羽、タヌキ１００頭から１５０頭、野ウサギ１０頭から１０頭、以上でありま

す。続きまして、１１節需用費では、消耗品としまして、林道災害時の通行どめ用

立看板、スコッチコーン購入に２５万８千円、修繕料としまして、憩いの森案内板

取りかえに９万７千円を新規に計上いたしました。予算書の７９ページに移ります。

１３節委託料では、有害鳥獣被害捕獲対策推進業務費７２０万円を新規に計上しま

した。事業目的としましては、近年、有害鳥獣、特にシカ、イノシシによる農林産

物への被害が甚大であることから、耕作者からの被害相談に即応し、被害の最小化、

予防策等、早期解決を図ることを目的に、阿久根市、脇本の両捕獲協会に委託しよ

うとするものであります。被害箇所での早期対応、捕獲方法の検討、わなの設置、

耕作者への防護指導、現地での会員へのとめさし指導等が主な業務内容となってい

ます。阿久根市有害鳥獣捕獲協会へ２４０万、脇本有害鳥獣捕獲協会へ１８０万、

計４２０万を予定しております。また、市内各地に箱わなを設置した場合、定期的

な見回りと給餌、連絡・通報体制が必要なことから、市内を５分割し、各地区２名
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ずつの協力員を配置予定であります。地区としましては、阿久根市捕獲協会のほう

が田代・鶴川内、尾崎・弓木野、大川・西目の３地区で予算が１８０万円、脇本捕

獲協会のほうでは、桐野・瀬之浦、松ケ根・笠山の２地区で１２０万円、合計の計

３００万円となっております。続きまして、１５節工事請負費３，２６４万４千円

は、鶴川内地区集会施設空調設備工事として大会議室にエアコン２基を設置するも

のであり、ほかは林道の舗装工事２件、補修工事３件を計画しております。１９節

負担金補助及び交付金２，９２７万１千円のうち、金額１００万円以上のものにつ

いて御説明いたします。紫尾幹線林道維持管理協議会２２９万４千円は、紫尾林道

を所管する３市１町で組織する紫尾幹線林道維持管理協議会への負担金であります。

市産業祭２００万円は、平成２５年度の事務局が商工観光課から水産林務課に移行

するため計上するものであります。また、会場内の上のれん枠を間伐材で作成する

ため５０万円増額で予算計上いたしました。イノシシ被害防止事業費３２４万４千

円は、捕獲要請を受けた捕獲隊員に対する保険料相当額と、出動したときの出動人

員に応じ補助金を交付しているもので、鳥類捕獲の場合１人当たり１，５００円、

獣類捕獲の場合１人当たり１千円を交付しているものであります。予算では鳥類捕

獲平成２４年度予算２００人を３００人へ、獣類捕獲、これを２千人を２，５００

人へということで平成２５年度は予定しております。続きまして、健全な森林づく

り事業費２００万円は、スギ・ヒノキの間伐に要する経費の一部を助成し、間伐の

推進を図るもので、北薩森林組合へ１ヘクタール当たり５万円の補助金を交付して

いるものであり、平成２５年度は４０ヘクタールを予定しています。森林整備地域

活動支援事業費３４２万６千円は、森林施業計画を結んでいる北薩森林組合と鹿児

島県森林整備公社が、森林施業のための地域活動を行った場合に交付するものであ

ります。この事業に対する負担割合は国が５０％、県と市が各２５％となっており

ます。作業道急坂局部舗装事業費７２２万９千円につきましては、林業における作

業道の急坂部分を作業の効率化と安全確保のため、受益者が行う舗装工事に対して

費用の７割を市が補助するものであります。平成２５年度は全長１，６００メート

ルを予定しております。竹林改良促進支援事業費３００万円は、平成２４年度から

の市単独の新規事業であります。竹林所有者がチップ材として搬出する竹材に係る

労務費の一部を市が助成することで、竹林改良の促進と竹資源の有効活用を図ろう

とするものであります。支援内容としましては、キロ当たり１円の助成金を交付す

るものであります。予算書８０ページに移ります。イノシカ肉流通対策事業費５２

９万２千円は、平成２５年度の新規事業であり、農林産物に被害をもたらすシカ、

イノシシをより多く捕獲してもらうための助成であります。事業内容としましては、

前提として、捕獲協会による保健所の許可を受けた処理施設において解体作業を行

う場合に限ります。解体作業及び会員への解体指導費としての助成、解体したシカ、

イノシシの処理費用、猟期内に捕獲、解体した場合の助成、加工肉の販売・流通に

関わる人件費の助成が主なものであります。解体作業及び解体指導に助成で３００

万円、解体したイノシシの処理費用としまして４５万円、猟期中に捕獲したシカ、

イノシシに対する助成としまして４５万円、流通対策職員費としまして１３９万２

千円の合計５２９万２千円を予定しております。次に、３目市有林造成費でありま

すが、予算額は９４６万８千円で、前年度比１４３万円の増額であります。増額の

主な理由は、１３節委託料脇本海水浴場側面の下永田原市有林支障木伐採業務委託

であります。それでは、主なものについて御説明いたします。７節賃金１７４万４

千円は、市有林造成単独事業における維持管理作業員と作業道刈払い作業員の賃金

が主なものであります。１２節役務費は、森林が災害によって損害を受けた場合、
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その損害を補償するために加入している森林国営保険料３８０万５千円が主なもの

であります。２５節積立金４千円は、阿久根大島名勝松造成基金の利子を積み立て

るものであります。なお、平成２４年度末の積立額は１，５８８万６，５３４円で

あります。続きまして、災害復旧費に移ります。予算書１１７ページをお願いいた

します。１１款４項３目単独林業施設災害復旧費４００万円は、１４節使用料及び

賃借料の３４９万７千円、災害時における林道復旧作業のためのグレーダー等の借

り上げが主なものであります。 

続きまして、水産業関係について御説明いたします。予算書８０ページをお願い

いたします。６款３項１目水産業総務費でありますが、予算額は４，１４０万１千

円で、前年度比１，２７３万４千円の増額であります。増額の主な理由は職員が４

名から６名への２名増によるものであります。それでは、各節ごとに主なものにつ

いて御説明いたします。２節給料から４節共済費は、課長、水産係５名、うち栽培

漁業センター２名、計６名の人件費であります。８１ページに移ります。１９節負

担金補助及び交付金８４万８千円は、予算書に示してあります９件の運営費等負担

金であります。２目水産業振興費でありますが、予算額５，２７４万１千円で、前

年度比５２０万７千円の増額であります。増額の主なものは、１３節委託料体験型

農林漁業発掘事業２５５万８千円、これは昨年の９月議会におきまして承認いただ

きました緊急雇用創出事業として、体験型農林漁業の情報発信用パンフレットを作

成しようとするもので、平成２５年度は４月から９月までの６カ月間で事業終了と

なります。１９節負担金補助及び交付金、８２ページのほうになります。８２ペー

ジの上から２段目のあくね遊々体験倶楽部７０万円は、昨年６月に設立しましたグ

リーンツーリズムの協議会、あくね遊々体験倶楽部において、教育旅行として、こ

としの１０月に京都、大阪の高校、１１月に埼玉の高校各１クラスを受け入れるた

め、受入れ家庭用のぼり旗、ポールの購入費のほか、一般客受け入れの旅館業取得

家庭への受入れ準備金助成、民泊体験モニターツアー及び誘致に対しての助成を計

画しております。また、下から３行目になりますが、栽培漁業後継者育成事業３６

９万２千円は、新規事業として、北さつま漁協で実施予定のヒラメ等の種苗生産の

専門員育成に対し助成することにより、種苗生産の後継者育成をしようとするもの

であります。それでは、各節ごとに主なものを説明いたします。すいませんが８１

ページに戻ります。１１節需用費６１万１千円は、水産振興センターの電気、水道

料金及び魚食普及を目的とした料理教室開催に伴う材料代などが主なものでありま

す。１３節委託料２６４万２千円は、先ほど説明いたしましたとおり緊急雇用の継

続分が主なものであります。１９節負担金補助及び交付金４，７５３万６千円の主

なものは、藻場・干潟等保全活動支援事業の負担金１０５万円、これは４分の１の

負担であります。あと、８２ページをお願いいたします。５行目の水産物流通対策

事業は北さつま漁協による外来船の誘致活動及び寄航船への氷代補助への助成、定

額２００万円と、昨年から引き続き漁業者に対して氷代２，９００万円を助成しよ

うとするものであります。また、商談会出展事業は昨年、農政課分も含め４００万

円を計上していましたが、今年度からは分割しまして、８月の東京、２月の大阪で

開催されるシーフードショー等に出展する際の出展ブース代を計上いたしました。

磯焼け対策事業も、市単独事業として引き続き３００万円を計上しました。平成２

５年度も、より多くの沿岸域の藻場造成を実施する計画であり、また、市内の中学

生による磯場体験学習も引き続き開催してまいります。２４節投資及び出資金４０

万円は、鹿児島県漁業信用基金協会の出資金であります。出資金残高は、平成２４

年度末で２，０７０万円になります。２５節積立金１万１千円は、水産振興基金の



- 114 - 

利子を積み立てるものであります。なお、平成２４年度末の積立額は５，４７９万

５，７９３円であります。８３ページに移ります。５目栽培漁業センター費であり

ますが、予算額は１，９５４万７千円で、前年度比３８万７千円の減額であります。

減額及び増額の主なものにつきましては７節の賃金が３人から１人になっておりま

す。この分で３８７万６千円の減となります。増額分としましては、１節報酬、こ

れが１人、１９４万７千円の増です。あと、１１節需用費のところで、こちらが燃

料費等の増ということで１４５万４千円の増となっております。これを増減差し引

いたところが３８万７千円の減ということであります。それでは、各節ごとに主な

ものを説明いたします。１節報酬及び４節共済費、７節賃金につきましては、平成

２４年度までは臨時職員３名で種苗生産の補助業務を行ってまいりましたが、平成

２５年度からは種苗生産の後継者育成として嘱託員１名、北さつま漁協からの専任

者１名を配置し、臨時職員は１名のみとなる予定であります。なお、嘱託員１名の

報酬、社会保険料、旅費については緊急雇用創出事業の活用を予定しています。１

１節需用費では、電気料金の値上げが予想されることから光熱水費を約８０万円増

額しました。また、１３節委託料では、設置機器の老朽化に伴い新たに機械設備等

点検業務として、ポンプ、ブロワーの保守点検を追加いたしました。 

以上で歳出を終わり、歳入について御説明いたします。予算書１８ページをお願

いいたします。１２款１項４目２節林業使用料２０万円は、鶴川内地区集会施設及

び山村開発センターの施設使用料及び冷暖房代であり、３節水産業使用料のうち、

当課に係る分は栽培漁業センターの敷地内にある九電柱の占用料であります。次に

２０ページをお願いいたします。２項手数料４目２節林業手数料２万７千円は愛鳥

飼育許可手数料であり、３節水産業手数料１万９千円は船員手帳交付手数料であり

ます。２４ページをお願いいたします。１４款２項４目３節鹿児島県緊急雇用創出

事業臨時特例基金事業補助金のうち、当課所管分は、体験型農林漁業発掘事業２５

５万８千円、栽培漁業後継者育成事業２４０万７千円の計４９６万５千円でありま

す。５目２節林業費補助金４７６万５千円は、松くい虫被害秋期駆除事業費ほか４

事業に対する補助金であります。３節水産業費補助金１０万円は藻場・干潟等保全

活動の事務費補助であります。２６ページをお願いいたします。３項５目２節林業

費委託金９７万４千円は、松くい虫特別防除事業費と市町村権限移譲交付金であり、

３節水産業費委託金の当課所管分は、港勢調査費委託金６万１千円であります。２

７ページに移ります。１５款１項２目１節利子及び配当金のうち当課所管分は、上

から４行目の水産振興基金利子１万１千円と、その３つ下の阿久根大島名勝松造成

基金利子４千円であります。２項３目１節生産物売払収入のうち当課所管の分は、

栽培漁業センターの種苗代１，３９０万円であり、昨年度比２６０万円の減額であ

ります。減額の主な理由は、昨年夏からの長期にわたる高水温の影響でアワビが生

産不調となったため、減額するものであります。なお、内訳としましては、ヒラメ

１０万尾、アワビ１６万個、これが昨年は２５万個でした。オコゼ１万尾、アカウ

ニ１０万個、これは新規であります、を予定しています。２９ページをお願いいた

します。１９款５項４目２０節雑入のうち当課所管分の雇用保険料の主なものは、

栽培漁業センター２名分の１万９千円であります。３０ページをお願いします。下

から４行目の原子力立地給付金中、当課所管分の主なものは、栽培漁業センター分

４万９千円、ほか４施設の合計７万２千円であります。３２ページをお願いいたし

ます。２０款１項５目２節林業債３，６６０万円は、林道整備事業債と有害鳥獣捕

獲事業債であり、３節水産業債２，３００万円は、水産業活性化事業債、これは氷

代補助ですが、これと商談会出展事業債であります。 
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以上で水産林務課所管の平成２５年度当初予算説明を終わりますが、答弁につき

ましては、私並びに担当係長より答弁させていただきますのでよろしくお願いいた

します。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

課長の説明は終わりました。これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

水産業費の中にね、鯨の何か協会に入っているというのがあったでしょう、少し。

場所をどこて見ひけならんもんわ。鯨、今、鯨はどうなってんの。 

捕鯨を守る全国自治体連絡協議会というのがあるのにね、これは阿久根市にね、

科学技術庁からね、調査捕鯨の鯨を阿久根市が引き受けて、それを漁協にやったと

いう事業だったんだが、こうして補助をね、そのときからある１万円なんだよ。そ

の後どうなってんの。 

大石水産係長 

私のほうからお答えいたします。以前はこの事業を活用して調査捕鯨でとられた

鯨肉を取り扱いをしておりました。その肉を北さつま漁協が取り扱いということを

して流通させておりましたが、現在のところ北さつま漁協が取り扱いをやめており

ますので、この事業はただ負担金だけを納めているという形になります。現在のと

ころ魚食普及事業ということで、各学校を回って料理教室等やっておりますが、こ

ちらの捕鯨協会を通じて、この負担金を払っている関係団体の捕鯨協会を通じて鯨

肉をいただいて魚食普及に回したり、あと産業祭のときに鯨肉を提供して鯨汁であ

ったり、竜田揚げを提供したりということも以前からやっております。また、現在

のところ鯨の肉が非常にとれにくくなっておることも御存じかと思います。なかな

かこちらにも回ってきにくいという状況があり、値段もかなり高騰してますので、

現在のところは取り扱いをやめてるという現状です。以上です。 

山田勝委員 

そんなら今後も、もしね、鯨がとれるようになったらやるということなんですか。

それとももうやめるんだったらあげなくてもいいじゃないですか。 

大石水産係長 

取り扱いをする漁協さんとも話をしなきゃならないことだと思ってますし、それ

と、自治体で取り扱いをして肉が流通させにくいという現状もございます。今後検

討していきたいと思っております。以上です。 

山田勝委員 

できることならね、全魚連の会長であった池尻さんがおっていただいた関係でで

すね、阿久根市にこういう鯨の肉がきて、阿久根市の一つの名物になったというこ

ともあるんですよ。だから、なくなるのは非常にもったいないんだけど、何年たっ

てもね、名前だけで。例えば、会に行ってんの、まず、会議に行ってんの。 

大石水産係長 

総会等には出席はしておりません。文書での回答ということだけ行っております。 

山田勝委員 

総会にも出席しない。例えば行きもしない。あいさつもしないというのはね、や

っぱりやる意志がないということなんだよ、漁協も、阿久根市も。まず漁協がやる

意志はないんでしょうね。だから、これは漁協がやる意志があるかないかだけの話

ですよ。あなたが、阿久根市長が行く、行かんというよりも、漁協が行く、やる意

志があったらね、やれると思いますよ。だから、これをね、これ以上、あなたに言

ったって始まらないから言わないけど、現実にはどちらにするかという結論を出さ
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ないかんと思いますよ。この次にまた聞きます。 

次にね、開議前に築磯の話をしましたけれどね、あの件について、もうちょっと

よく説明してくださいよ。去年、漁協との話し合いの中でね、築磯漁業があれを、

藻場を造成するのにね、ウニを駆逐することもだけれども、それが非常にいいとい

う話をしましたよ。でも、あなたはその先ほどの話の中で、昔、漁礁を何回も入れ

ましたけどね、あれは何回もやることによってね、埋まってくるのは当然なんだよ、

埋まるから毎年やるわけで。だからその付近はどういうふうに思ってんの。 

大石水産係長 

私のほうからお答えいたします。先ほど山田議員からお話しが出た分、私が途中

でお話ししたのは深いところに入れる漁礁のことだと思ってお答えいたしました。

今の分では浅いところに入れる築磯、水深でいうと５メートルとか６メートルのと

ころに入れる分についてお答えいたします。現在のところ漁業者と一緒にウニ駆除

をして海藻を、藻場を回復させようとしているのは御存じかと思います。昨年から

ですね、実際やったのが、対応したのが２４ヘクタール以上対応してまして、随分

その辺りでは海藻が回復してきております。１年間に２４ヘクタール以上の磯場に

手を入れて随分回復しているという現状があります。おととい、それときのうも黒

之浜の方々が潜ってウニ駆除をやっておりますし、同時に調査も行っております。

調査をする限りでは非常に効果があると思ってます。そういうところで築磯という

ことで投石事業をしても非常に狭い面積しかできません。平成１４年度の事業で元

之島の隣に投石してますけれども、その辺りでも１７０平方メートルぐらいの事業

で１，５００万ぐらいですか、かかっております。それよりも大々的に対応ができ

るというウニ駆除のほうがいいのではないかということで現在行っているところで

す。もし、漁協を通じて漁業者の要望ということでこの辺りに築磯が欲しいという

のがあれば今後検討していきたいと思ってますが、これまで投石されたところ、実

はほとんど漁がなされておりません。大島の隣に入っているやつ、桑島前に入って

いるやつ、黒之浜に入っているやつ、ほとんど利用されてませんで、利用されてい

るところは愛宕のところに入っているもの、西目に入っているもの、その２つぐら

いでしょうか。それと赤瀬川に入っている大規模増殖場、ここだけが利用されてい

るもので、ほかのところがほとんど利用されてませんので、そういうところの管理

を続けていって、大きな事業費を必要とすることなく漁業管理していくほうがいい

のではないかというふうに現在考えております。以上です。 

山田勝委員 

まあね、あなたがね、あなたがそういう今のウニを除去することがね、一番いい

というならね、これでやっていい、それでやっていい。それはそれでね、積極的に

やらないとね、沿岸漁業をするためにはね、藻を生やさないと魚はとれないんです

よね。だからそれはね、積極的にまだまだ予算を倍増してでもやってください。 

それからもう一つね、栽培漁業センターで育成するアワビを阿久根市は売るだけ

ですか、どうするんですか。育成するだけですか。 

大石水産係長 

栽培漁業センターの水槽というのは小さな種苗を生産することにしか向いており

ません。大きな食べることができるぐらい大きな物にするためには非常に大きな面

積が必要となりますので、養殖という形で生産するということになれば水槽の改修

であったり、水槽をふやすというようなことも必要かと思ってます。それと阿久根

の沿岸域の海水温というのは夏場非常に熱くなります。夏場だと３０度以上になっ

てしまうとアワビというのは非常に活力を失ってしまって、死んだりということが
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多くなってしまいます。昨年からの高水温の影響で、親も卵を産みにくくなったり

という状況がありますので、養殖という形でするのであれば海水を冷やすという装

置も必要になってくるかと思っております。そこで現在のところでは養殖という形

では考えておりません。 

山田勝委員 

私はね、長島の人とつきあいがあるんですよね。長島の人はね、あんまり阿久根

の人と変わりませんよ。私はね、長島の水温とあまり変わらないところもあると思

いますよね、阿久根市に。そこで長島の人はね、アワビをね、養殖してますよ。そ

して、海の中にたくさんあるワカメをとって、ワカメを食べさせたり、あるいは塩

蔵をしながらね、一生懸命やっている。また、あわせてね、ヒオウギガイの養殖を

している。ヒオウギガイはエサはいらないんですよね。だからね、いろんな形で金

をかけるんだったらね、もっとそういうところにもね、やって欲しいと私はいっつ

も思ってるんですよ。どう思いますか。 

大石水産係長 

以前、地元の漁業者がアワビの養殖ということで取り組みました。夏場のエサの

確保が難しいということでやめてます。それと、栽培漁業センターでも出荷ができ

るまで、実は大きくなるまで栄養食ということでやりましたが、非常に経費がかさ

んでしまうということと、斃死が多くなるということで採算があわないという結果

がでましたので、現在のところはやめております。それとヒオウギガイの件、昨年

もこの会で出されておりますが、以前、黒之浜の漁業者が実際とりくんだというこ

と聞いておりますが、その後聞いております。そのときに漁業者がやめた経緯とい

うと、売り先がなかったということと、出荷期間が非常に短くなってしまうという

ことでやめたということを聞きました。それと黒之浜ですと、非常に潮流が速くて

いけす的なもの、貝をつるす場所が非常に限られるということで、出荷数量が少な

い、手間がかかるということは聞いております。以上です。 

山田勝委員 

私もね、以前にね、かなり前の話しですよ。脇本の和田水産にね、アワビの養殖

をすすめました。やってみました。あなたが言うようにね、海藻のあるときはやる

んですよ。海藻がなくなるんですね。海藻がなくなるときには手当てをしないんで

すね。例えばワカメなんかは今ごろは無尽蔵にありますよね、阿久根市ではワカメ

をとらないから。ワカメをとって、それを塩蔵して、それを食べさせる。それをし

ないわけおな、阿久根の人は、なぜかしら。だから、そういうこともしないとね、

漁業振興というのは難しいと思う。でも、とうの漁業者がね、その気になってやる

のもね、長島みたいに一生懸命やるところとね、比較したときに、本当に残念です

よね。阿久根はこれだけ、阿久根漁港は魚を水揚げして繁栄したまちですからね、

みずからやったわけじゃなくてですよ、ほかのところからあげてもらって、それで

繁栄した港ですし、漁協ですし。難しいんだけど、何らかの形でやらないと、この

ままジリ貧じゃいかんから。そういうことで、どしこ言ったって始まらないけど、

そういう方法もね、隣の町にはあるんですよという話をするんですよ。私の知って

る人は、今、アワビの生産に一生懸命です。ワカメをとってもとってもとりきらん

というぐらいよく食べる。みるみる大きくなる。でもそれはだれが普及活動するか

だよね。あなたたちがね、いろんな形でやっぱり教えてやらないと、私が教えたぐ

らいじゃ聞きません。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

よろしいですか。ほかにありませんか。 
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大石水産係長 

実は漁業者に対して夏場のアワビの給餌ということで、以前からこちらから情報

提供しております。栽培漁業センターにアナオサという１年中繁殖してくれる海藻

がありますが、それをえさとして栽培漁業センターも実際使っております。それは

包丁できざんで水槽の中に入れておくと、エアレーションかけて水が変わっていく

とどんどんふえてきますので、夏場としても非常に有効なエサなんです。それを自

分で培養して、もしくは栽培漁業センターにとりにきてもらって、えさとして使っ

てくださいというのを以前から言ってますが、なかなかそれが進んでないというの

が現状です。以上です。 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

野畑直委員 

７８ページの６款２項１目１９節負担金補助及び交付金の中で、説明の中でです

ね、治山林道協会への負担金が１０２万４千円の金額で５万６千円になってますけ

ど、この主な理由を教えてください。 

馬見塚水産林務課長補佐 

これにつきましてはですね、昨年までは、平成２３年度までは阿久根中央林道の

工事費が１億幾らありまして、これの負担金があったものですから、平成２５年度

はそれがございませんので、その分が減ったことになります。以上です。 

〔野畑直委員「了解しました。」と呼ぶ〕 

予算特別委員長（牟田学委員） 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第３０号中水産林務課所管の事項についての審査を一時中止いたし

ます。 

（水産林務課退室） 

ここでお諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ散会したいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認めます。 

なお、次回、１８日は午前１０時より再開いたします。 

以上で本日の予算特別委員会を散会いたします。 

 

（散会 １６時３４分） 

 

           予算特別委員会委員長 牟 田   学 

 

 

  




